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は
じ
め
に

　

亡
く
な
っ
た
人
を
弔
い
、
送
る
こ
と
は
、
人
間
社
会
に
お
い
て
、

普
遍
的
に
み
ら
れ
る
行
動
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
そ
の
表
現
方
法

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
・
地
域
で
異
な
る
。
ま
た
長
期
的
な
歴
史
の

流
れ
の
中
で
は
、
同
一
の
地
域
内
で
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
ご
と
に

そ
の
様
式
は
異
な
っ
て
く
る
。
本
稿
で
は
、
中
国
西
南
部
に
あ
る
雲

南
省
の
大
理
地
方
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
同
地
方
の
墓
葬
・
葬
式
の

状
況
と
変
化
に
つ
い
て
歴
史
史
料
（
資
料
）
を
中
心
に
考
察
す
る
。

同
地
方
は
本
来
中
国
と
は
異
な
る
地
域
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
後
、

中
国
に
取
り
込
ま
れ
る
。
し
か
し
い
ま
だ
に
あ
る
程
度
の
地
域
的
・

民
族
的
独
自
性
を
保
持
し
て
い
る
地
域
で
も
あ
る
。

　

ま
ず
第
一
節
で
は
、
中
国
西
南
部
に
あ
る
雲
南
省
の
大
理
地
方
と

こ
の
地
に
多
く
住
む
白
族
（
ペ
ー
族
）
に
つ
い
て
概
観
す
る
。

　

第
二
節
で
は
、
特
に
考
古
学
遺
物
を
中
心
に
、
先
史
時
代
か
ら
六

世
紀
前
後
ま
で
の
墓
葬
の
状
況
を
み
て
い
く
。
そ
れ
は
、
現
状
で
は

前
漢
（
前
二
〇
六
〜
八
）・
司
馬
遷
の
『
史
記
』
に
、
最
古
の
西
南

中
国
に
関
す
る
中
国
側
史
料
の
記
述
が
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
以
降
も

西
南
中
国
に
関
す
る
中
国
側
の
記
述
は
多
く
な
い
た
め
で
あ
る
。

　

第
三
節
で
は
、
八
世
紀
半
ば
〜
一
三
世
紀
半
ば
に
か
け
て
西
南
中

国
に
展
開
し
た
南
詔
国
・
大
理
国
と
い
う
王
朝
の
時
代
前
後
を
中
心

に
、
同
地
方
の
墓
葬
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
大
理
国
が
モ
ン
ゴ
ル
・

元
朝
に
滅
ぼ
さ
れ
た
も
の
の
、
い
ま
だ
大
理
国
王
室
の
末
裔
は
大
理

地
方
に
残
さ
れ
た
。
大
理
地
方
は
い
ま
だ
い
わ
ゆ
る
中
国
と
は
異
な

る
文
化
を
保
持
し
続
け
て
い
た
。
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第
四
節
で
は
、
明
清
両
朝
に
取
り
込
ま
れ
た
後
の
雲
南
地
方
に
お

け
る
墓
葬
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ
て
い
く
。
一
四
世
紀
後
半
に
な
る

と
雲
南
地
方
は
明
朝
に
よ
っ
て
、
直
轄
地
化
さ
れ
る
。
明
朝
崩
壊

後
、
清
朝
は
三
藩
の
乱
を
平
定
し
、
雲
南
を
直
轄
統
治
下
に
組
み
込

む
こ
と
に
な
る
。

　

最
後
に
第
五
節
で
は
、
現
代
の
大
理
地
方
白
族
の
墓
葬
の
状
況
を

聞
き
取
り
か
ら
紹
介
し
、
あ
わ
せ
て
彼
ら
の
民
間
芸
能
の
テ
キ
ス
ト

の
内
容
か
ら
、
墓
葬
に
か
か
わ
る
状
況
の
一
端
を
み
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
。

　

な
お
引
用
文
中
の
（　

）
内
は
引
用
者
に
よ
る
説
明
、〔　

〕
内

は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

一
　
大
理
地
方
に
つ
い
て

　

現
在
の
中
国
最
西
南
端
に
雲
南
省
が
あ
る
。
現
在
の
雲
南
省
の
省

都
は
、
東
部
の
昆
明
市
で
あ
る
。
し
か
し
昆
明
が
雲
南
の
政
治
的
中

心
と
な
っ
た
の
は
、
一
二
五
四
年
、
モ
ン
ゴ
ル
の
モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン

の
命
を
受
け
た
ク
ビ
ラ
イ
が
、
大
理
国
を
滅
亡
さ
せ
る
以
降
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
以
前
、
南
詔
国
・
大
理
国
（
八
世
紀
半
ば
〜
一
三
世

紀
半
ば
）
の
両
朝
は
、
雲
南
西
部
の
大
理
に
首
都
を
置
い
て
い
た
。

現
在
、
大
理
地
方
に
は
「
大
理
白
族
自
治
州
」
が
置
か
れ
て
い
る
。

　

現
在
の
大
理
州
の
中
心
地
は
、
大
理
市
（
下
関
）
で
あ
る
。
か
つ

て
下
関
を
中
心
に
二
つ
の
ル
ー
ト
が
あ
っ
た
。
一
つ
は
東
の
昆
明
か
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ら
、
大
理
よ
り
も
西
に
あ
る
保
山
、
さ
ら
に
は
ミ
ャ
ン
マ
ー
（
ビ
ル

マ
）
を
結
ぶ
東
西
の
ル
ー
ト
、
も
う
一
つ
は
、
北
の
チ
ベ
ッ
ト
か

ら
、
南
の
普ふ

じ洱
（
プ
ー
ア
ル
）
そ
し
て
シ
プ
ソ
ン
パ
ン
ナ
ー
（
西
双

版
納
・
景
洪
）
ま
で
の
南
北
に
連
な
る
茶
葉
の
交
易
ル
ー
ト
で
あ
る

﹇
増
田
・
加
藤
・
小
島2008 : 5 5

﹈。
下
関
は
、
こ
の
二
つ
の
ル
ー
ト

が
交
差
す
る
交
通
の
要
衝
で
あ
っ
た
。
現
在
、
大
理
地
方
に
は
中
国

の
少
数
民
族
の
一
つ
で
あ
る
白
族
（
ペ
ー
族
）
が
多
く
暮
ら
し
て

い
〉
1
〈

る
。
白
族
の
主
要
な
先
祖
は
、
南
詔
国
・
大
理
国
の
支
配
層
の
一

つ
で
あ
る
「
白
蛮
」
そ
し
て
そ
の
後
の
「
白
人
」
だ
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
雲
南
省
内
の
白
族
の
人
口
は
一
六
六
・
三
万
人
で
あ
り
（
二

〇
〇
八
年
現
在
）﹇
雲
南
省
統
計
局
・
国
家
統
計
局
雲
南
調
査
総
隊

2009 : 3 6

﹈、
特
に
大
理
地
方
に
多
く
居
住
す
る
。
白
族
は
、
白
語

（
ペ
ー
語
）
と
呼
ば
れ
る
独
自
の
言
語
を
保
持
し
て
い
る
。

　

大
理
地
方
は
、
い
わ
ゆ
る
中
国
の
中
原
地
域
と
は
異
な
る
歴
史
的

体
験
を
経
て
き
て
お
り
、
中
華
世
界
・
チ
ベ
ッ
ト
世
界
お
よ
び
東
南

ア
ジ
ア
世
界
と
も
、
互
い
に
影
響
し
あ
っ
て
き
た
地
域
で
も
あ
る
。

以
降
、
当
該
地
域
の
墓
葬
の
あ
り
方
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
に
変
化

し
て
き
た
か
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

二
　
考
古
学
遺
物
か
ら
み
た
墓
葬

　

現
在
の
大
理
地
方
で
発
見
さ
れ
て
い
る
現
状
で
も
っ
と
も
古
い
墓

葬
遺
跡
は
、
今
の
大
理
州
東
部
に
あ
る
賓
川
県
白
羊
村
で
発
見
さ
れ

た
二
四
基
の
墓
葬
遺
跡
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
は
紀
元
前
一
九
世
紀
か

ら
紀
元
前
一
八
世
紀
頃
の
新
石
器
時
代
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。
そ
の

う
ち
一
六
基
の
被
葬
者
は
、
首
の
な
い
遺
体
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
当

該
地
域
で
首
狩
り
の
習
慣
が
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
て
い
る
﹇
汪

1992 : 5

﹈。

　

ま
た
祥
雲
県
の
大
那
波
に
お
い
て
、
紀
元
前
五
〜
六
世
紀
頃
、
青

銅
器
時
代
の
墓
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
墓
は
、
長
方
形
の
竪
穴

に
木
製
の
外
棺
の
中
に
青
銅
製
の
棺
が
納
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は

特
殊
な
身
分
に
あ
る
人
物
の
墓
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
﹇
汪
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1992 : 32 ‒33

﹈。

　

春
秋
・
戦
国
（
前
七
七
〇
〜
前
二
二
一
）
と
い
う
分
裂
の
時
代
を

経
て
、
秦
（
前
二
二
一
〜
前
二
〇
六
）、
そ
し
て
前
漢
（
前
二
〇
六

〜
八
）・
後
漢
（
二
五
〜
二
二
〇
）
と
い
う
統
一
王
朝
に
よ
っ
て
中

国
が
支
配
さ
れ
た
。
そ
の
後
も
西
南
に
あ
っ
た
雲
南
地
方
も
中
国
の

影
響
を
こ
う
む
り
続
け
る
。

　

大
理
盆
地
の
西
側
に
あ
る
弘
圭
山
で
は
古
く
か
ら
墓
地
が
作
ら
れ

て
い
る
。
早
く
は
「
延
熙
十
年
八
月
造
作
宜
子
孫
」
の
銘
文
の
あ
る

磚
を
使
用
し
た
磚
室
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。「
延
熙
十
年
」
は
、
三

国
・
蜀
漢
の
年
号
で
、
西
暦
二
四
七
年
で
あ
る
﹇
趙2008 : 2 7

﹈。

ま
た
大
理
地
方
で
の
発
見
で
は
な
い
も
の
の
、
古
く
か
ら
中
国
と
の

影
響
を
受
け
て
き
た
雲
南
東
北
部
か
ら
中
部
に
か
け
て
、
石
棺
や
木

棺
が
納
め
ら
れ
た
墓
室
を
も
ち
、
高
く
土
を
盛
り
上
げ
た
中
国
式
の

墓
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
梁
堆
」
と
呼
ば
れ
る
。
た
と
え

ば
大
理
東
隣
の
楚
雄
彝
族
自
治
州
姚
安
県
で
発
見
さ
れ
た
梁
堆
で

は
、「
泰
始
二
年
造
」「
咸
寧
四
年
呂
氏
家
作
吉
羊
」
な
ど
、
西
晋
の

年
号
の
あ
る
磚
も
用
い
ら
れ
て
い
た
﹇
汪1992 : 9 0

﹈。
泰
始
二
年

と
は
西
暦
二
六
六
年
、
咸
寧
四
年
と
は
西
暦
二
七
六
年
で
あ
る
。
雲

南
地
方
で
は
、
か
な
り
早
い
段
階
か
ら
中
国
文
化
の
影
響
を
受
け
て

い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

後
漢
か
ら
魏
晋
南
北
朝
時
代
（
二
二
〇
〜
五
八
九
）
に
か
け
て
、

雲
南
地
方
を
中
心
と
す
る
中
国
西
南
部
は
「
南
中
」
と
呼
ば
れ
、

「
大
姓
」
や
「
夷
帥
」
と
い
っ
た
現
地
リ
ー
ダ
ー
が
存
在
し
て
い
た

（
た
と
え
ば
『
三
国
志
演
義
』
で
有
名
な
孟
獲
も
大
姓
と
さ
れ
て
い

る
）。
一
般
的
に
大
姓
は
、
中
国
か
ら
移
住
し
て
き
た
集
団
で
、
夷

帥
は
現
地
の
非
漢
民
族
出
身
の
リ
ー
ダ
ー
と
さ
れ
て
い
る
﹇
尤

1985 : 119 ‒128

﹈。
こ
の
時
代
の
石
刻
資
料
な
ど
か
ら
み
て
も
、
当

時
の
中
国
西
南
地
方
の
支
配
層
の
中
に
は
、
高
い
中
国
的
教
養
を
身

に
つ
け
て
い
た
者
も
い
た
と
考
え
ら
れ
る
﹇
汪1992 : 109 ‒124

﹈。

　

た
だ
し
一
方
、
い
わ
ゆ
る
漢
人
と
は
異
な
る
墓
葬
も
同
地
域
に
は

存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
「
崖
墓
」
と
呼
ば
れ
る
崖
壁
を
く
り
抜
い

て
墓
室
と
す
る
墓
葬
で
あ
る
。
こ
の
様
式
の
墓
葬
は
、
中
国
南
部
か

ら
東
南
ア
ジ
ア
、
太
平
洋
の
島
嶼
地
域
に
広
く
み
ら
れ
る
。
中
国
の

崖
墓
の
場
合
は
、
漢
族
系
の
も
の
と
蛮
（
非
漢
族
）
系
と
に
分
け
ら

れ
る
と
い
う
。
漢
族
系
の
崖
墓
は
、
墓
室
・
副
葬
品
に
つ
い
て
み
る

と
、
上
述
の
梁
堆
と
そ
れ
ほ
ど
区
別
は
な
い
。
一
方
、
蛮
系
と
区
分

さ
れ
る
も
の
は
、
天
然
の
断
崖
絶
壁
の
横
穴
に
木
棺
を
安
置
す
る

か
、
岸
壁
に
木
材
を
組
ん
で
木
棺
を
掛
け
て
お
く
も
の
で
あ
る
﹇
汪

1992 : 97 ‒98

﹈。

　

少
な
く
と
も
三
世
紀
ご
ろ
ま
で
の
雲
南
地
方
で
は
、
漢
字
が
記
さ

れ
る
磚
が
用
い
ら
れ
る
墓
が
存
在
す
る
な
ど
、
中
国
の
強
い
影
響
が

み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
い
ま
だ
中
国
と
は
異
な

る
独
自
の
様
式
の
墓
葬
も
み
ら
れ
る
。
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三
　
南
詔
国
・
大
理
国
お
よ
び
元
朝
時
代
の
墓
葬

　

前
述
の
通
り
、
後
漢
か
ら
魏
晋
南
北
朝
時
代
（
二
五
〜
五
八
九
）

に
い
た
る
ま
で
の
雲
南
地
方
で
は
、
少
な
く
と
も
墓
葬
に
お
い
て
中

国
文
化
の
強
い
影
響
を
受
け
て
い
た
。
こ
れ
は
唐
朝
（
六
一
八
〜
九

〇
七
）
の
前
半
期
に
い
た
っ
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

　

唐
朝
は
そ
の
初
期
よ
り
、
雲
南
に
姚
州
府
（
今
の
楚
雄
州
姚

安
〉
2
〈

県
）
を
設
置
し
、
同
地
方
の
支
配
に
乗
り
出
す
。
し
か
し
現
地
勢

力
の
抵
抗
に
阻
ま
れ
て
、
そ
の
経
営
は
困
難
を
極
め
た
﹇
藤
澤

1959 : 45 ‒48

﹈。
た
と
え
ば
唐
朝
を
一
時
断
絶
さ
せ
た
周
の
則
天
武

后
（
在
位
六
八
四
〜
七
〇
四
）
の
時
、
蜀
州
刺
史
の
張
柬
之
が
姚
州

経
営
の
難
し
さ
を
説
き
、
則
天
武
后
に
姚
州
廃
止
を
求
め
て
い
〉
3
〈
る
。

た
だ
し
張
柬
之
の
上
奏
は
退
け
ら
れ
、
中
国
に
よ
る
雲
南
進
出
政
策

は
継
続
さ
れ
た
。
こ
の
周
の
聖
暦
元
年
（
六
九
八
）
に
建
て
ら
れ
た

「
王
仁
求
碑
」
が
雲
南
東
部
の
安
寧
市
に
現
存
し
て
い
る
。
こ
の
墓

碑
銘
の
被
葬
者
で
あ
る
王
仁
求
な
る
人
物
は
、「
大
周
故
河
東
刺

史
」
と
い
う
中
国
か
ら
与
え
ら
れ
た
肩
書
を
持
っ
て
い
た
。
ま
た
墓

碑
銘
も
す
べ
て
漢
文
で
書
か
れ
て
い
る
﹇
汪1992 : 119 ‒124

﹈。

　

中
国
で
は
七
〇
五
年
に
周
よ
り
皇
帝
の
位
を
奪
い
返
し
、
唐
王
朝

が
復
活
す
る
。
雲
南
へ
の
進
出
政
策
は
、
そ
の
ま
ま
継
続
し
て
い

た
。
唐
朝
は
、
大
理
地
方
南
部
の
蒙
舎
（
今
の
巍
山
県
）
に
勃
興
し

た
南
〉
4
〈

詔
（
蒙
舎
詔
）
の
蒙
氏
を
利
用
し
て
、
雲
南
支
配
を
目
指
す
。

唐
朝
は
四
代
皮
邏
閣
を
雲
南
王
に
封
じ
、
雲
南
東
部
に
い
た
爨
氏
勢

力
を
打
倒
し
た
。
南
詔
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
唐
朝
を
利
用
し
て
雲
南

地
方
を
統
一
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

五
代
目
の
閣
羅
鳳
（
在
位
七
四
八
〜
七
七
九
）
は
、
唐
朝
と
対
立

関
係
に
あ
っ
た
チ
ベ
ッ
ト
王
朝
の
吐
蕃
に
臣
属
し
、
今
度
は
唐
朝
の

支
配
を
退
け
た
。
そ
の
後
、
六
代
異
牟
尋
（
在
位
七
七
九
〜
八
〇

八
）
の
時
に
、
再
び
唐
朝
に
臣
属
し
た
。
南
詔
は
唐
朝
と
吐
蕃
と
の

は
ざ
ま
に
あ
っ
て
、
唐
朝
・
吐
蕃
と
い
う
両
大
国
を
利
用
し
な
が
ら

強
大
化
を
図
っ
て
い
っ
た
。
一
一
代
世
隆
（
在
位
八
五
九
〜
八
七

七
）
の
時
代
に
は
、
つ
い
に
皇
帝
を
称
し
、
唐
朝
と
全
面
戦
争
に
突

入
す
る
。
唐
朝
と
の
戦
争
は
世
隆
の
死
に
よ
っ
て
収
ま
る
も
の
の
、

こ
れ
に
よ
っ
て
疲
弊
し
た
南
詔
国
は
一
三
代
舜
化
（
在
位
？
〜
九
〇

二
）
の
時
代
に
臣
下
の
鄭
買
嗣
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
。
南
詔
国
滅

亡
後
、
雲
南
で
は
鄭
氏
・
趙
氏
・
楊
氏
が
相
次
い
で
短
命
な
王
朝
を

建
て
た
。
最
終
的
に
は
段
思
平
（
在
位
九
三
七
／
八
〜
九
四
四
）
が

雲
南
を
統
一
し
、
大
理
国
を
建
て
た
。
時
に
五
代
・
後
晋
二
／
三
年

（
九
三
七
／
八
）
の
こ
と
と
さ
れ
る
。
大
理
国
段
氏
は
一
時
、
臣
下

の
高
昇
泰
（
在
位
一
〇
九
四
〜
一
〇
九
五
）
に
位
を
奪
わ
れ
る
も
の

の
、
そ
の
翌
年
に
は
復
位
し
〉
5
〈

た
。
そ
し
て
一
二
五
四
年
に
モ
ン
ゴ
ル

の
モ
ン
ケ
・
カ
ア
ン
（
在
位
一
二
五
一
〜
一
二
五
九
）
の
命
を
受
け

た
ク
ビ
ラ
イ
に
よ
っ
て
滅
ぼ
さ
れ
る
ま
で
の
三
〇
〇
年
余
り
、
雲
南

に
君
臨
し
た
。
し
か
も
大
理
皇
帝
家
の
段
氏
は
元
朝
一
代
を
通
じ

て
、
い
わ
ゆ
る
大
理
総
管
に
任
じ
ら
れ
、
大
理
を
中
心
と
し
た
地
域
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の
支
配
を
許
さ
れ
〉
6
〈
た
。
で
は
こ
の
時
代
、
大
理
を
中
心
と
し
た
地
域

で
は
ど
の
よ
う
な
墓
葬
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
南
詔
国
時
代

の
雲
南
地
方
に
つ
い
て
書
か
れ
た
、
唐
・
樊
綽
の
『
蛮
書
』
と
い
う

史
料
が
あ
る
﹇
方1984 : 153 ‒163

﹈。
同
書
の
巻
八
に
は
、
当
時
の

雲
南
地
方
に
お
け
る
墓
葬
に
関
す
る
記
述
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　

西
爨
お
よ
び
白
蛮
は
そ
の
死
後
、
三
日
以
内
に
埋
葬
し
、
中

国
の
方
法
に
の
っ
と
り
墓
を
作
っ
た
。
多
少
富
裕
な
家
で
あ
れ

ば
、〔
墓
の
周
り
に
〕
広
く
ス
ギ
や
マ
ツ
を
植
え
る
。
蒙
舍

（
南
詔
）
お
よ
び
諸
烏
蛮
は
墓
を
作
っ
た
り
埋
葬
し
た
り
は
し

な
い
。
だ
い
た
い
死
後
三
日
ほ
ど
で
遺
体
を
焼
き
、
残
っ
た
灰

に
は
、
土
を
か
ぶ
せ
て
し
ま
い
、
耳
だ
け
を
取
っ
て
お
く
。
南

詔
家
で
は
〔
そ
の
耳
を
〕
金
の
瓶
に
入
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
銀

で
作
っ
た
函
に
入
れ
、
大
切
に
別
室
で
保
管
し
、
季
節
ご
と
に

取
り
出
し
て
こ
れ
を
祭
る
。
そ
の
ほ
か
の
家
で
は
、
銅
瓶
や
鉄

瓶
に
耳
を
入
れ
、
こ
れ
を
保
管
す
〉
7
〈

る
。

　

こ
こ
で
は
、
西
爨
と
白
蛮
そ
し
て
南
詔
家
の
墓
葬
に
つ
い
て
説
明

し
て
い
る
。
南
詔
国
時
代
、
西
爨
や
白
蛮
は
唐
代
以
前
の
考
古
学
的

発
見
の
よ
う
に
中
国
的
な
墓
葬
を
行
っ
て
い
た
。
一
方
、
南
詔
蒙
氏

を
は
じ
め
と
す
る
烏
蛮
は
火
葬
を
行
い
、
墓
を
作
る
こ
と
も
し
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
烏
蛮
の
火
葬
習
俗
が
、
も
と
も
と

仏
教
と
か
か
わ
り
を
も
っ
て
い
た
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
南

詔
国
の
君
主
で
あ
る
南
詔
蒙
氏
は
、
中
国
か
ら
「
烏
蛮
」
と
呼
ば
れ

る
集
団
に
属
し
て
い
た
。
南
詔
国
は
、
南
詔
蒙
氏
に
よ
る
専
制
王
朝

で
は
な
く
、
そ
の
周
辺
に
は
「
白
蛮
」
と
呼
ば
れ
る
集
団
が
支
配
層

を
形
成
し
て
い
た
﹇
藤
澤1969 : 328 ‒329

﹈。
烏
蛮
・
白
蛮
と
い
う

区
別
は
、
史
料
上
そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
。
社
会
形
態
の
違
い
で

白
蛮
と
烏
蛮
と
区
別
し
て
い
た
程
度
で
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る

﹇
方1957 : 116 ‒117

﹈。
西
爨
に
つ
い
て
、
同
じ
く
『
蛮
書
』
巻
四

に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
　

西
爨
は
、
白
蛮
で
あ
る
。
東
爨
は
、
烏
蛮
で
あ
る
。〔
唐

の
〕
天
宝
中
、
東
北
は
曲
・
靖
州
（
と
も
に
今
の
雲
南
曲
靖
市

一
帯
）
よ
り
、
西
南
は
宣
城
（
不
明
）
に
到
る
ま
で
、
邑
落
は

互
い
に
望
み
見
る
。
牛
馬
は
野
を
お
お
う
。
石
城
（
今
の
曲
靖

市
一
帯
）・
昆
川
（
今
の
雲
南
昆
明
市
）・
曲
軛
（
今
の
雲
南
馬

龍
県
）・
晋
寧
（
今
の
昆
明
市
晋
寧
）・
喩
献
（
今
の
雲
南
澂
江

県
）・
安
寧
（
今
の
雲
南
安
寧
市
）
に
あ
っ
て
龍
和
城
（
今
の

禄
豊
県
）
に
到
る
ま
で
〔
に
住
む
人
々
の
こ
と
を
〕、
こ
れ
を

西
爨
と
呼
ぶ
。
…
中
略
…
閣
羅
鳳
は
昆
川
城
使
で
あ
る
楊
牟
利

を
派
遣
し
、
兵
を
用
い
て
西
爨
を
包
囲
し
て
脅
し
、
二
〇
餘
万

戸
を
永
昌
城
（
今
の
保
山
市
）
に
遷
移
さ
せ
〉
8
〈

た
。

　

西
爨
は
、
雲
南
東
部
に
居
住
し
て
い
た
集
団
で
、
中
国
人
か
ら
は

白
蛮
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
少
な
く
と
も
唐
の
天
宝
中

（
七
四
二
〜
七
五
五
）
ま
で
は
、
邑
落
を
つ
く
り
定
住
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
南
詔
五
代
閣
羅
鳳
の
時
代
、
こ
れ
ら
西
爨
の
二
〇
万

戸
を
雲
南
西
部
の
永
昌
に
強
制
移
民
さ
せ
た
と
い
う
﹇
藤
澤1969 : 

439 ‒451

﹈。
そ
の
後
、
西
爨
の
活
動
は
史
料
上
み
ら
れ
な
い
。
こ
の



69──変わる墓葬

た
め
『
蛮
書
』
巻
八
の
西
爨
お
よ
び
白
蛮
の
墓
に
関
す
る
記
述
は
、

こ
の
強
制
移
民
以
前
の
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

　

南
詔
家
の
火
葬
に
関
連
し
て
、
南
詔
国
の
崇
仏
の
状
況
は
南
詔
国

の
後
半
期
頃
よ
り
、
よ
う
や
く
国
内
外
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
特
に
「
阿あ

嵯さ

耶や

観
音
菩
薩
」
と
い
う
、
雲
南
独
自
の
観
音
菩
薩

へ
の
信
仰
は
王
権
と
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
﹇
立
石2003 : 6 0

﹈。

南
詔
国
時
代
の
墓
葬
に
つ
い
て
は
、
実
際
の
遺
物
が
発
見
さ
れ
て
い

な
い
。
た
だ
し
阿
嵯
耶
観
音
の
信
仰
を
受
け
継
い
だ
大
理
国
そ
れ
に

続
く
元
朝
時
代
に
か
け
て
、
多
く
の
火
葬
墓
や
墓
碑
が
発
見
さ
れ
、

こ
の
よ
う
な
状
況
が
明
朝
末
期
ま
で
続
く
と
い
う
﹇
李1991 : 6 5

﹈。

　

九
〇
二
年
の
南
詔
国
の
滅
亡
後
、
大
理
国
は
白
蛮
出
身
の
段
思
平

に
よ
り
建
国
さ
れ
、
南
詔
国
と
同
様
に
大
理
地
方
に
首
都
を
置
い

た
。
支
配
層
で
あ
る
白
蛮
は
、
後
に
白
人
あ
る
い
は
僰ほ
く

人
と
も
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
る
。
大
理
国
滅
亡
後
の
元
朝
時
代
（
一
二
六
〇
〜
一

三
六
七
）
に
お
け
る
大
理
の
社
会
状
況
に
つ
い
て
、
大
理
地
方
に
直

接
赴
い
た
郭
松
年
が
著
し
た
『
大
理
行
記
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
な

記
述
が
あ
る
。

　
　
　

か
つ
て
の
大
理
の
民
は
、
数
百
年
の
間
、〔
蒙
・
鄭
・
趙
・

楊
・
段
の
〕
五
つ
の
家
が
〔
相
継
い
で
〕
独
立
を
保
っ
て
き

た
。
唐
末
・
五
代
十
国
（
九
世
紀
末
〜
一
〇
世
紀
半
ば
）
の
衰

亡
・
混
乱
の
世
に
な
っ
て
か
ら
は
、〔
雲
南
の
勢
力
は
〕
中
国

に
対
抗
し
て
譲
ら
な
か
っ
た
。
宋
が
興
っ
て
も
、
北
に
〔
契

丹
・
遼
、
金
と
い
う
〕
大
敵
が
い
た
た
め
に
、
遠
く
〔
雲
南

を
〕
攻
略
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
。〔
雲
南
と
中
国
と
は
〕
互

い
に
使
者
を
派
遣
し
あ
っ
て
往
来
し
、
中
国
と
通
交
し
て
い

た
。
こ
の
た
め
彼
ら
の
家
屋
、
高
い
建
物
や
寺
院
、
言
葉
、
学

問
や
算
術
、
さ
ら
に
は
冠
婚
喪
祭
の
し
き
た
り
、
戦
争
の
方
法

に
至
る
ま
で
、
完
全
と
は
言
え
な
い
ま
で
も
、
そ
の
規
模
、
服

装
の
色
、
動
作
、
言
い
回
し
は
、
ほ
ぼ
中
国
の
も
の
が
も
と
に

な
っ
て
い
る
。
今
、
彼
ら
を
み
て
み
る
と
、
い
ま
だ
に
滅
亡
し

た
大
理
国
の
風
習
を
保
っ
て
い
〉
9
〈

る
。

　

郭
松
年
の
目
に
は
、
元
朝
時
代
の
大
理
地
方
の
風
習
や
文
化
は
、

お
お
よ
そ
中
国
の
文
化
に
も
と
づ
く
も
の
だ
と
映
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
た
だ
し
元
朝
時
代
の
大
理
地
方
に
お
け
る
仏
教
の
役
割
は
、
い

わ
ゆ
る
中
国
と
全
く
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
同

じ
く『
大
理
行
記
』に
は
、以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　

こ
の
地
方
の
人
び
と
は
、
西
に
行
け
ば
天
竺
（
イ
ン
ド
）
に

も
近
い
の
で
、
習
慣
と
し
て
仏
教
を
崇
拝
す
る
こ
と
が
多
か
っ

た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
家
に
は
、
貧
富
の
差
が
な
く
仏
を
祀
る
部
屋

を
備
え
て
い
た
。
人
び
と
は
老
い
も
若
き
も
数
珠
を
手
か
ら
離

す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
年
の
う
ち
、
ほ
ぼ
半
分
近
く
は
斎
戒

し
て
い
る
。
そ
の
斎
戒
が
終
わ
る
ま
で
は
、
絶
対
に
な
ま
ぐ
さ

も
の
を
食
べ
ず
、
酒
も
飲
ま
な
い
。
山
に
沿
っ
て
寺
院
が
非
常

に
多
く
立
て
ら
れ
て
お
り
、
す
べ
て
を
記
録
し
つ
く
す
こ
と
は

で
き
な
い
。
…
中
略
… 

だ
い
た
い
、
お
寺
の
多
く
に
は
得
道

と
呼
ば
れ
る
僧
侶
が
住
ん
で
い
る
。
得
道
は
、
師
僧
と
い
う
僧
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侶
と
比
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
〔
ほ
ど
尊
敬
さ
れ
て
い
る
〕。

師
僧
に
は
妻
子
が
い
る
。
だ
い
た
い
は
儒
家
の
書
を
読
ん
で
い

る
。
段
氏
の
大
理
国
以
前
に
、
国
家
で
試
験
を
し
て
官
僚
を
選

抜
す
る
と
、
み
な
こ
の
集
団
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
今
は
そ
う

で
は
な
い
。
得
道
は
、
戒
律
が
細
か
く
厳
し
く
、
日
に
一
食
し

か
食
べ
な
い
。
仏
典
の
経
や
律
を
唱
え
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
は

中
国
の
も
の
と
同
じ
で
あ
〉
10
〈

る
。

　

雲
南
地
方
の
崇
仏
の
状
況
は
、
少
な
く
と
も
南
詔
国
時
代
か
ら
始

ま
る
。
た
だ
し
『
大
理
行
記
』
の
記
事
で
主
張
す
る
よ
う
に
、
同
地

方
の
仏
教
が
イ
ン
ド
の
影
響
を
受
け
て
い
た
か
は
、
い
ま
だ
議
論
の

余
地
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
得
道
と
呼
ば
れ
る
僧
は
中
国
の
仏
経
や
戒

律
を
用
い
て
い
た
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
時
期
、
師
僧

と
呼
ば
れ
る
儒
教
に
も
通
じ
て
い
る
僧
集
団
も
お
り
、
同
地
方
の
政

治
に
関
与
し
て
い
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
た
め
元
代
の
雲
南
地
方
で

は
、
中
国
仏
教
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
そ
の
社
会
的
役
割
は
、

中
国
と
は
異
な
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

大
理
国
か
ら
元
朝
時
代
以
降
に
か
け
て
、
大
理
を
は
じ
め
と
し
た

雲
南
地
方
で
は
仏
教
が
信
仰
さ
れ
、
火
葬
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
さ

ら
に
『
大
理
行
記
』
に
は
、
こ
の
地
方
の
火
葬
に
関
し
て
、
以
下
の

よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
　

人
が
亡
く
な
る
と
、
遺
体
を
洗
い
、
縛
っ
て
座
る
姿
勢
を
と

ら
せ
る
。
棺
は
箱
の
よ
う
な
形
を
し
て
い
る
。
銅
の
太
鼓
を
敲

き
な
が
ら
見
送
る
。
こ
の
時
、
髪
を
剃
る
こ
と
が
孝
行
と
さ
れ

て
い
る
。
泣
く
声
は
歌
う
よ
う
で
あ
り
悲
し
ま
な
い
。
遺
体
は

焼
い
て
し
ま
っ
て
か
ら
、
遺
骨
を
盛
っ
て
葬
儀
を
行
〉
11
〈

う
。

　

少
な
く
と
も
元
代
雲
南
地
方
で
は
火
葬
が
行
わ
れ
て
い
た
。
た
だ

し
単
に
火
葬
に
関
し
て
言
え
ば
、
こ
れ
は
元
代
雲
南
特
有
の
習
俗
で

は
な
い
。
同
時
代
の
中
国
の
民
間
で
も
、
実
際
に
は
火
葬
は
流
行
し

て
い
た
。
た
と
え
ば
、『
宋
史
』
巻
一
二
五
の
「
礼
二
八
・
凶
礼

四
」
に
以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
〔
南
宋
・
〕
紹
興
二
七
年
（
一
一
五
七
）、
監
登
聞
皷
院
の
范

同
が
い
う
に
は
、「
現
在
、
民
間
の
習
俗
に
「
火
化
」（
火
葬
）

と
い
う
も
の
が
あ
る
。〔
父
母
が
〕
生
き
て
い
れ
ば
孝
行
が
足

り
な
い
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
る
も
の
の
、
死
ん
で
し
ま
え
ば

焼
い
て
、
こ
れ
（
父
母
の
遺
体
）
を
捨
て
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
ど
う
し
て
〔
父
母
の
〕
生
だ
け
を
大
切
に
し
て
、
死
ん
で

し
ま
え
ば
薄
情
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
ひ
ど
い
場
合
に
は
焼

い
た
上
に
、
水
の
中
に
打
ち
捨
て
る
。
見
識
の
あ
る
も
の
は
こ

れ
を
み
て
心
を
驚
か
〉
12
〈

す
」。

　

さ
ら
に
元
朝
時
代
の
史
料
で
あ
る
が
、『
大
元
聖
政
国
朝
典
章
』

礼
部
巻
三
・
典
章
三
〇
・
礼
制
三
の
「
禁
約
焚
屍
」
に
も
以
下
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
　

至
元
一
五
年
（
一
二
七
八
）
正
月
…
中
略
…
伏
し
て
見
る
に

北
京
路
の
百
姓
は
そ
の
父
母
が
な
く
な
る
と
、
往
々
と
し
て

〔
そ
の
遺
体
を
〕
薪
の
上
に
置
き
、
こ
れ
を
焼
い
て
し
ま
う
。

さ
て
、
い
に
し
え
の
聖
人
は
葬
儀
を
執
り
行
う
に
は
棺
と
槨



（雲南省保山市騰衝県文物管理所所蔵、 
2001年７月筆者撮影）

写真１　火葬罐

写真２　火葬罐の蓋

写真３　石罐
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（
そ
と
ひ
つ
ぎ
）
と
を
取
り
揃
え
、
厚
く
父
母
を
葬
っ
た
も
の

で
あ
る
。〔
し
か
る
に
〕
現
在
、
本
（
北
京
）
路
で
は
、
だ
い

た
い
に
お
い
て
、
み
だ
り
に
こ
れ
（
遺
体
）
を
焼
い
て
し
ま
っ

て
い
る
。
実
に
人
倫
を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
〉
13
〈

る
。

　

こ
の
よ
う
に
中
国
で
は
火
葬
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
少
な
く

と
も
中
国
知
識
人
の
伝
統
的
観
念
と
し
て
は
、
火
葬
は
忌
避
さ
れ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
一
方
、
大
理
国
時
代
か
ら
元
朝
時
代
に

か
け
て
の
雲
南
地
方
で
は
、
現
地
の
知
識
人
・
支
配
層
が
火
葬
を
忌

避
す
る
よ
う
な
史
料
は
み
あ
た
ら
な
い
。

　

現
在
発
見
さ
れ
て
い
る
雲
南
地
方
の
火
葬
墓
を
み
て
い
く
と
、
白

人
は
遺
体
を
荼
毘
に
付
し
て
か
ら
火
葬
罐（
骨
壺
）に
入
れ
る（
写
真

１
・
２
）。
そ
し
て
、
石
を
く
り
ぬ
い
た
甕
状
の
石
罐
に
骨
壺
を
入

れ
る
（
写
真
３
）。
こ
れ
に
梵
字
や
模
様
が
刻
ま
れ
た
墓
蓋
石
（
写
真

４
）
を
乗
せ
、
そ
の
上
か
ら
長
方
形
と
半
円
形
を
組
み
合
わ
せ
た
石

幢
や
碑
石
を
立
て
た
（
写
真
５
）。石
幢
や
碑
石
に
は
多
く
梵
字
の
陀

羅
尼
経
が
刻
ま
れ
て
い
た
﹇
方2001 : 592 ‒593

﹈。
彼
ら
の
墓
は
形

状
か
ら
し
て
漢
人
の
土
葬
墓
と
は
異
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。



写真４　墓蓋石
（雲南省保山市騰衝県文物管理所所蔵、 

2001年７月筆者撮影）

写真５　石幢
（大理市博物館所蔵、 
2001年７月筆者撮影）
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四
　
明
・
清
代
に
お
け
る
墓
葬
の
変
化

　

中
国
で
は
一
三
六
八
年
に
明
朝
が
起
こ
り
、
元
朝
は
モ
ン
ゴ
ル
高

原
に
退
い
た
。
こ
の
時
期
、
雲
南
地
方
で
も
大
き
な
社
会
変
化
を
迫

ら
れ
た
。
明
・
洪
武
一
五
年
（
一
三
八
二
）
に
明
朝
に
よ
っ
て
、
い

ま
だ
元
朝
勢
力
が
支
配
し
て
い
た
雲
南
に
対
す
る
征
服
が
行
わ

れ
〉
14
〈

た
。
こ
れ
に
よ
り
元
朝
一
代
に
お
い
て
存
続
が
認
め
ら
れ
て
い
た

大
理
国
皇
帝
の
末
裔
た
る
大
理
段
氏
家
は
崩
壊
し
、
大
理
地
方
も
完

全
に
中
国
の
直
接
統
治
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
れ
以

降
、
雲
南
地
方
で
は
中
国
か
ら
の
漢
人
移
民
が
増
加
す
る
こ
と
に
な

る
。
一
六
四
四
年
に
明
朝
が
崩
壊
し
、
北
京
で
は
順
治
帝
が
即
位
す

る
も
の
の
、
一
時
、
雲
南
は
清
の
三
藩
の
一
つ
、
呉
三
桂
の
支
配
下

に
あ
っ
〉
15
〈

た
。
し
か
し
康
熙
二
〇
年
一
〇
月
二
九
日
（
一
六
八
一
年
一

二
月
八
日
）、
三
藩
の
乱
が
平
定
さ
れ
る
〉
16
〈
と
、
雲
南
地
方
は
清
朝
の

直
接
支
配
下
に
組
み
込
ま
れ
る
。

　

明
朝
が
大
理
地
方
を
制
圧
し
た
洪
武
一
五
年
（
一
三
八
二
）、
明

朝
は
僧
綱
司
・
僧
正
司
・
僧
会
司
を
全
国
に
設
置
す
る
こ
と
を
決

定
〉
17
〈

し
、
中
国
の
仏
教
を
管
理
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
雲
南
地
方
で

も
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
雲
南
で
は
、
遅
く
と
も
永
楽
五
年
（
一
四

〇
三
）、
雲
南
府
（
今
の
昆
明
）
に
僧
綱
司
が
設
置
さ
〉
18
〈

れ
、
そ
の
後

も
雲
南
各
府
・
州
・
県
で
は
、
僧
綱
司
・
僧
正
司
・
僧
会
司
が
置
か
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れ
た
（
道
教
に
つ
い
て
は
「
道
紀
司
」
な
ど
の
機
関
が
設
置
さ
れ

る
）。
さ
ら
に
雲
南
で
は
、
少
な
く
と
も
一
四
四
〇
年
代
初
頭
に
は

阿
吒
力
（
ア
ジ
ャ
リ
）
僧
綱
司
が
設
置
さ
れ
て
い
〉
19
〈

る
。
こ
れ
は
雲
南

地
方
に
の
み
設
置
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
機
関
で
、
白
人
の
土
着
宗
教

た
る
阿
吒
力
（
阿
叱
力
と
も
表
記
す
る
）
を
管
理
し
た
と
推
察
さ
れ

る
。
清
朝
で
も
全
国
に
僧
綱
司
な
ど
を
置
い
た
〉
20
〈

際
、
や
は
り
大
理
地

方
に
「
阿
叱
力
僧
綱
司
」
な
ど
の
機
関
が
設
置
さ
れ
〉
21
〈

た
。
た
だ
し
、

そ
の
詳
細
は
明
ら
か
で
な
い
。
と
に
か
く
明
朝
以
降
、
多
少
の
地
域

差
は
あ
り
つ
つ
も
、
雲
南
地
方
で
は
中
国
の
ほ
か
の
地
域
と
同
様

に
、
仏
教
が
王
朝
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ち
な
み
に
侯
冲
に
よ
れ
ば
、
阿
吒
力
は
、
明
初
に
中
国
よ
り
伝

わ
っ
た
と
さ
れ
る
。
中
国
系
仏
教
の
科
儀
な
ど
を
用
い
儀
式
を
行
う

僧
侶
で
あ
り
、
宋
代
以
来
中
国
で
行
わ
れ
て
き
た
「
応
赴
僧
」
の
こ

と
で
あ
る
﹇
侯2008 : 354 ‒355

﹈。
阿
吒
力
は
大
理
北
部
の
剣
川
県

の
民
間
に
お
い
て
、
現
在
で
も
な
お
活
動
を
続
け
て
い
る
。

　

再
び
雲
南
の
墓
葬
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
雲
南
に
お
け
る
火
葬

の
風
習
は
明
代
の
前
半
期
に
い
た
っ
て
も
、
依
然
と
し
て
続
け
ら
れ

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
雲
南
東
部
の
雲
南
府
（
今
の
昆
明
一
帯
）
の

記
述
で
あ
る
が
、明
・
景
泰
六
年（
一
四
五
五
）序
刊
の
『
雲
南
図
経

志
書
』
巻
一
「
雲
南
府
・
風
俗
」
に
も
、以
下
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
　
〔
人
が
〕
死
ね
ば
そ
の
遺
体
を
洗
い
、
縛
っ
て
四
角
い
棺
の

中
に
置
く
、〔
遺
体
は
〕
座
ら
せ
た
り
横
た
わ
ら
せ
た
り
さ
せ

る
。
布
一
枚
を
用
い
て
、
有
室
（
在
家
）
の
僧
で
あ
る
阿
吒
力

と
い
う
者
に
、
梵
呪
八
字
を
書
か
せ
る
。
其
〔
布
の
〕
上
に
、

「
地
水
火
風
、
常
楽
我
常
」
と
書
く
。
そ
し
て
五
色
の
飾
り
も

の
を
し
て
こ
れ
で
棺
を
覆
う
。
僧
侶
や
世
俗
の
も
の
を
問
わ

ず
、
皆
で
こ
れ
（
死
者
）
を
送
り
、
野
外
で
こ
れ
を
焚
く
。
五

日
あ
る
い
は
七
日
で
、
骨
を
集
め
て
瓶
（
壺
）
に
納
め
、
日
を

選
ん
で
、
こ
れ
を
葬
る
。

　

こ
の
記
述
は
、
上
述
の
元
代
の
『
大
理
行
記
』
の
記
事
と
関
連
し

て
い
〉
22
〈

る
。
少
な
く
と
も
元
代
以
降
こ
の
時
期
に
い
た
る
ま
で
は
、
火

葬
の
習
俗
が
継
承
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
明
の
後

半
期
に
な
る
と
、
こ
の
よ
う
な
墓
葬
に
関
す
る
史
料
記
載
に
変
化
が

現
れ
る
。
明
・
万
暦
四
年
（
一
五
七
三
）
に
そ
の
原
本
が
作
ら
れ
た

と
さ
れ
る
万
暦
『
雲
南
通
〉
23
〈

志
』
巻
一
「
全
省
土
風
」
の
「
葬
用
火

化
」
に
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
る
。

　
　
　
〔
唐
の
〕
杜
氏
（
杜
佑
）
の
『
通
典
』
に
よ
れ
ば
、
昔
は
死

者
を
野
に
送
り
、
死
者
に
は
薪
を
か
ぶ
せ
〔
火
葬
し
〕、
そ
の

骨
を
埋
葬
し
た
と
い
う
。
し
か
し
こ
れ
は
昔
の
習
俗
で
あ
っ
て

こ
そ
で
あ
り
、
道
理
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
現
在
で
は
、

法
に
基
づ
い
て
こ
れ
を
取
り
締
ま
っ
て
い
る
た
め
、
も
う
火
葬

は
行
わ
れ
て
い
な
〉
24
〈

い
。

　

前
述
の
よ
う
に
明
代
だ
け
で
は
な
い
が
、
中
国
の
知
識
人
に
と
っ

て
火
葬
は
忌
避
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
万
暦
『
雲
南
通
志
』
の
記

事
が
引
用
す
る
『
通
典
』
の
記
述
と
は
、『
通
典
』
巻
一
八
五
「
辺

防
一
」
に
あ
る
以
下
の
記
述
で
あ
ろ
う
。
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上
古
の
中
国
の
葬
礼
は
、
死
者
に
薪
を
か
ぶ
せ
、
原
野
に
葬

り
、
埋
葬
も
墓
碑
を
立
て
る
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
後
に
な
る

と
聖
王
が
こ
の
習
俗
に
変
え
て
棺
と
槨
と
を
作
ら
せ
〉
25
〈

た
。

　

中
国
で
は
、
死
者
を
棺
桶
に
入
れ
て
埋
葬
す
る
こ
と
が
、
伝
説
の

聖
王
の
時
代
に
定
め
ら
れ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
同
じ

く
『
通
典
』
巻
四
一
「
礼
一
」
に
は
、「『
易
経
』
に
よ
れ
〉
26
〈

ば
、
昔
は

野
原
で
死
者
を
葬
っ
た
と
い
う
が
、
こ
れ
は
凶
礼
で
あ
〉
27
〈

る
」
と
し

て
、
不
吉
な
も
の
と
す
ら
考
え
た
。
つ
ま
り
伝
統
的
な
中
国
知
識
人

に
と
っ
て
、
棺
を
備
え
な
い
火
葬
に
は
強
い
抗
感
が
あ
っ
た
と
い
え

る
。
正
徳
『
大
明
会
典
』
巻
一
二
九
「
大
明
律
・
喪
葬
」
に
よ
れ

ば
、「
年
長
者
の
遺
言
に
従
っ
て
、
遺
体
を
焼
い
た
り
、
水
中
に
打

ち
捨
て
た
り
す
る
者
は
、
杖
刑
一
〉
28
〈

百
」
と
あ
り
、
明
朝
で
は
火
葬
を

法
律
に
よ
っ
て
禁
止
し
て
い
る
。
も
と
も
と
火
葬
が
流
行
し
て
い
た

雲
南
で
も
、
中
国
の
直
接
的
影
響
が
一
層
強
く
な
る
一
六
世
紀
後
半

に
は
、
火
葬
が
禁
止
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
万
暦
『
雲
南
通
志
』
に
つ
い
で
、
明
の
天
啓
五
年
（
一
六

二
五
）
ま
で
に
劉
文
徴
に
よ
っ
て
、
天
啓
『
滇
志
』
が
作
ら
れ
た

﹇
方1984 : 434

﹈。
同
書
の
巻
之
三
「
風
俗
・
全
省
」
に
以
下
の
よ

う
な
記
述
が
あ
る
。

　
　
　

火
葬
は
、
夷
民
（
非
漢
民
族
）
の
間
で
行
わ
れ
て
い
る
だ
け

で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
百
年
来
、
夷
民
も
〔
埋
葬
す
る
際
の
〕

土
地
と
日
柄
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
前
志
（
万

暦
『
雲
南
通
志
』
等
）
の
記
載
は
、
必
ず
し
も
〔
今
の
習
俗
を

記
し
た
も
の
だ
と
〕
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
〉
29
〈
い
。

　

す
で
に
火
葬
は
漢
人
の
文
化
に
染
ま
ら
な
い
非
漢
民
族
だ
け
の
も

の
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
そ
の
非
漢
民
族
で
す
ら
、
漢
人
と
同
じ
よ

う
に
占
い
に
よ
っ
て
埋
葬
地
や
日
取
り
を
決
め
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
。
つ
ま
り
土
葬
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
一
七
世
紀
に
な
る
と
雲
南
地
方
で
も
民
族
を
問
わ
ず
、
土
葬

が
か
な
り
一
般
的
に
な
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
大
理

地
方
の
火
葬
墓
を
調
査
し
た
周
祜
も
、
清
代
に
入
り
大
理
地
方
で
は

棺
葬
（
土
葬
）
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
﹇
周
祜

2002 : 6 8

﹈。
五
　
近
・
現
代
大
理
の
墓
葬

　

中
国
近
現
代
史
上
、
雲
南
は
三
つ
の
時
期
に
お
い
て
重
要
な
役
割

を
果
た
し
た
と
い
う
﹇
謝1987 : 1 3

﹈。
一
八
四
〇
年
の
ア
ヘ
ン
戦

争
以
後
、
中
国
で
は
太
平
天
国
や
捻
軍
の
興
起
が
あ
っ
た
。
雲
南
地

方
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
雲
南
回
民
起
義
」
と
称
さ
れ
る
回
民
（
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
）
に
よ
る
反
乱
が
起
こ
っ
た
。
こ
の
反
乱
は
清
・
咸
豊

六
年
（
一
八
五
六
）
か
ら
同
治
一
三
年
（
一
八
七
四
）
ま
で
続
い

た
。
こ
の
反
乱
の
中
心
人
物
の
杜
文
秀
は
、
大
理
に
政
権
を
樹
立
し

た
﹇
安
藤2002 : 4 6

﹈。
一
九
一
一
年
に
辛
亥
革
命
が
起
こ
り
、
翌

一
九
一
二
年
に
清
朝
が
滅
ん
だ
。
中
華
民
国
が
建
国
さ
れ
る
も
の

の
、
袁
世
凱
が
再
び
中
国
に
帝
政
を
行
お
う
と
す
る
や
、
こ
れ
に
反
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対
す
る
雲
南
軍
閥
の
蔡
鄂
な
ど
を
中
心
に
護
国
運
動
が
展
開
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
﹇
石
島2004 : 62 ‒72

﹈。
ま
た
日
中
戦
争
時
期
、
北
平

（
北
京
）
の
国
立
北
京
大
学
、
国
立
清
華
大
学
そ
し
て
天
津
の
私
立

南
開
大
学
が
連
合
し
、
雲
南
の
省
都
昆
明
で
西
南
連
合
大
学
を
作
っ

た
。
一
九
三
八
年
か
ら
一
九
四
六
年
に
か
け
て
、
雲
南
省
が
中
国
の

学
術
・
文
化
の
中
心
地
と
な
っ
た
﹇
石
島2004 : 228 ‒232

﹈。

　

前
述
の
よ
う
に
一
七
世
紀
以
降
、
雲
南
地
方
で
も
土
葬
が
行
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
現
代
に
い
た
る
ま
で
、

多
少
の
曲
折
は
あ
り
な
が
ら
中
国
の
ほ
か
の
地
域
と
同
様
に
土
葬
が

行
わ
れ
て
き
た
。
フ
ラ
ン
シ
ス
・
シ
ュ
ー
（Francis L. K

. H
su

）

は
、
中
華
人
民
共
和
国
建
国
以
前
に
大
理
地
方
を
調
査
し
、
同
地
方

のW
estern town

に
お
け
る
葬
儀
や
現
地
の
人
々
の
死
生
観
を
記

述
し
〉
30
〈
た
。
そ
の
中
で
、
こ
の
時
期
の
大
理
で
も
遺
体
を
土
葬
し
て
い

た
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
﹇H

su 1971 : 144

﹈。
シ
ュ
ー
が
調
査
を

し
たW

estern town

、
す
な
わ
ち
喜
洲
鎮
の
西
側
に
は
紅
圭
山
（
弘

圭
山
）
と
呼
ば
れ
る
山
が
あ
る
。
第
一
節
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
弘

圭
山
で
は
三
国
・
蜀
漢
に
は
墓
地
が
作
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
大
理
国

以
来
の
火
葬
墓
も
大
量
に
発
見
さ
れ
て
い
る
﹇
石2004 : 10 ‒34
、

薛2006 : 6 0

﹈。
そ
し
て
こ
の
山
は
現
在
に
お
い
て
も
、
な
お
公
共

墓
地
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

私
は
二
〇
〇
七
年
一
〇
月
か
ら
現
在
に
い
た
る
ま
で
、
こ
の
大
理

喜
洲
鎮
で
白
族
の
民
間
芸
能
の
一
つ
で
あ
る
「
大
本
曲
」
を
黄
永
亮

氏
よ
り
学
ん
で
い
る
（
後
述
）。
二
〇
一
二
年
三
月
八
日
、
私
は
黄

永
亮
氏
の
墓
参
り

に
同
行
さ
せ
て
も

ら
っ
た
。
黄
氏
の

先
祖
伝
来
の
墓
地

は
、
先
に
述
べ
た

公
共
墓
地
と
な
っ

て
い
る
弘
圭
山
で

は
な
く
、
喜
洲
文

閣
村
の
西
側
に
そ

び
え
る
鳳
山
に
あ

る
。
行
き
は
文
閣

村
か
ら
歩
い
て
二

時
間
ほ
ど
の
道
程

で
あ
っ
た
。
以

下
、
そ
の
際
に
黄

氏
よ
り
教
え
て
い
た
だ
い
た
、
葬
式
や
墓
に
つ
い
て
の
聞
き
取
り
か

ら
同
地
方
の
葬
礼
に
つ
い
て
み
て
い
こ
う
。
な
お
、
文
中
の
ロ
ー
マ

字
は
黄
氏
の
母
語
で
あ
る
白
族
語
を
表
記
し
た
「
新
白
文
」（
新

ペ
ー
文
）
で
あ
〉
31
〈

る
。
ま
た
周
文
敏
は
、
喜
洲
鎮
の
婚
姻
・
葬
儀
の
取

材
か
ら
、
白
族
の
風
俗
習
慣
を
紹
介
し
て
い
る
﹇
周
文
敏2009

﹈。

あ
わ
せ
て
こ
の
成
果
も
参
考
に
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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㈠
　
黄
氏
の
墓
地
に
つ
い
て

　

黄
氏
の
墓
地
は
先
祖
伝
来
の
も
の
な
の
で
、
改
修
す
る
時
に
は
、

特
に
政
府
に
報
告
す
る
必
要
も
な
い
し
、
使
用
料
を
払
う
わ
け
で
も

な
い
。
た
だ
し
、
一
族
以
外
が
勝
手
に
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
一

方
、公
共
墓
地
は
、誰
で
も
使
用
で
き
る
が
、使
用
料
が
必
要
で
あ
る
。

　

黄
氏
家
の
墓
は
、
ほ
か
の
一
族
の
墓
よ
り
も
、
か
な
り
山
奥
に 

作
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
黄
氏
は
、
現
在
白
族
で
あ
る
自
分

た
ち
の
一
族
は
、

も
と
も
と
は
中
国

内
地
か
ら
や
っ
て

き
た
移
民
か
も
し

れ
な
い
と
述
べ
て

い
た
。
た
だ
し
、

こ
の
地
に
住
む
白

族
の
多
く
は
、
自

分
た
ち
を
明
・
洪

武
一
四
年
（
一
三

八
一
）
の
明
朝
に

よ
る
雲
南
征
服
の

際
に
動
員
さ
れ
、

南
京
か
ら
や
っ
て

き
た
軍
人
の
末
裔

（
つ
ま
り
漢
人
）
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
た
め
黄
氏
の
言

も
、
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
事
実
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
黄
氏
が

六
歳
の
時
（
一
九
五
〇
年
ご
ろ
）
に
父
親
は
亡
く
な
っ
た
。
そ
の
と

き
は
土
葬
を
行
っ
た
。
文
化
大
革
命
（
一
九
六
六
〜
一
九
七
七
）
の

時
に
は
、
墓
が
暴
か
れ
た
。
現
在
の
お
墓
は
、
黄
氏
が
自
分
で
作
っ

た
。
墓
参
り
は
年
に
一
回
、
清
明
節
の
時
に
す
る
と
い
う
。

㈡
　
人
の
死
か
ら
埋
葬
に
到
る
ま
で
の
過
程

　

次
に
喜
洲
鎮
一
帯
の
人
々
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
埋
葬
に
い
た
る

ま
で
の
過
程
を
み
て
い
こ
う
。
人
の
臨
終
直
前
に
、
家
族
が
ご
飯
を

与
え
る
こ
と
が
あ
る
。
も
し
人
が
鎮
の
外
で
亡
く
な
っ
た
場
合
、
異

常
死
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
遺
体
は
鎮
の
中
に
持
ち
込
む
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
の
地
域
の
習
慣
を
理
解
し
て
い
る
医
療
機
関
で
は
、
患
者

が
す
で
に
助
か
ら
な
い
状
態
と
認
め
ら
れ
た
場
合
、
急
い
で
そ
の
家

族
に
患
者
を
家
に
引
き
取
ら
せ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。

　

人
が
亡
く
な
る
と
、
亡
く
な
っ
た
人
の
長
男
が
蓑
を
裏
返
し
に
し

て
、
小
さ
な
陶
器
の
壺
を
持
ち
、
喜
洲
の
東
側
の
洱
海
ま
で
水
を
汲

み
に
い
く
。
こ
れ
を
「m

erz xu

」（
買
水
）
と
い
う
。

　

水
辺
に
つ
く
と
、
洱
海
の
神
に
対
し
て
硬
貨
数
枚
を
水
に
投
げ

る
。
水
は
湖
と
面
と
向
か
っ
て
汲
ん
で
は
い
け
な
い
。
必
ず
後
ろ
を

向
い
て
汲
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
汲
ん
で
き
た
水
を
家
の
外
で
沸

か
し
、
そ
の
水
で
死
者
の
顔
を
拭
く
と
い
う
。
ま
た
周
文
敏
は
、
長

男
は
、
破
れ
た
麦
藁
帽
を
か
ぶ
り
、
破
れ
た
蓑
を
は
お
り
、
打
ち
ひ
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し
が
れ
た
様
子
で
腰
を
か
が
め
て
、
井
戸
に
水
を
汲
み
に
行
く
と
も

述
べ
て
い
る
﹇
周
文
敏2009 : 9 5

﹈。

　

亡
く
な
っ
た
人
が
、
他
家
か
ら
嫁
い
で
き
た
女
性
の
場
合
、
女
性

の
実
家
の
人
間
（
死
人
的
主
人
、
娘
家
的
人
）
に
対
し
て
、
た
だ
ち

に
女
性
の
死
を
告
げ
に
行
く
。
こ
れ
を
「jiaip xi ze

」（
趕
死
主
）

と
い
う
。
通
常
、
女
性
の
長
男
が
こ
れ
を
告
げ
に
い
く
。
実
家
の
人

間
が
訪
れ
る
前
に
、
棺
に
蓋
を
し
て
は
絶
対
に
い
け
な
い
。

　

遺
体
を
運
び
出
す
ま
で
は
、
遺
体
に
付
き
添
わ
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
こ
れ
を
「
守
孝
」

と
い
う
。周
辺
の
人
た

ち
は
、急
ぎ
「bier xix

」

（
問
死
）
を
行
う
。
人
が

亡
く
な
る
と
、
知
り
合

い
の
人
々
は
、
ま
ず
平

服
で
亡
く
な
っ
た
人
の

家
を
訪
れ
る
。
こ
れ
を

問
死
と
い
う
。

　

ま
た
周
辺
の
人
々

は
、「
粑パ
ー
パ
ー粑

」（
小
麦
を

焼
い
た
パ
ン
）や
、小
麦

の
「
蛋
糕
」（
ケ
ー
キ
）

な
ど
を
持
ち
寄
る
。
こ

れ
は
死
者
が
出
た
家
の

人
た
ち
が
食
事
を
作
る
余
裕
が
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
家
の
人
た

ち
は
、
急
い
で
祭
具
な
ど
を
取
り
揃
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

遺
体
は
洗
い
、
服
を
着
替
え
さ
せ
爪
を
切
る
。
女
性
の
場
合
は
髪

を
梳
く
こ
と
も
す
る
。
こ
れ
は
家
の
人
で
も
、
ほ
か
の
人
で
も
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
亡
く
な
っ
た
直
後
に
、
絹
の
糸
を
付
け
た
銀
の
粒

を
口
に
含
ま
せ
る
。
こ
れ
を
「nid qil

」（
銀
気
）
と
い
う
。
こ
れ

を
咥
え
て
い
な
い
死
者
は
、
親
戚
・
友
人
が
い
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
の
た
め
死
者
に
は
必
ず
銀
気
を
咥
え
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

銀
気
の
他
に
生
米
、
絹
の
糸
な
ど
を
咥
え
さ
せ
る
。
そ
の
ほ
か
、
故

人
が
必
要
だ
と
思
う
も
の
は
棺
に
入
れ
る
。

　

周
文
敏
は
、
銀
気
の
こ
と
を
漢
語
で
「
含
口
銀
」
と
呼
び
、
以
下

の
よ
う
に
説
明
す
る
﹇
周
文
敏2009 : 9 5

﹈。

　
　
　
「
含
口
銀
」
と
は
、
男
は
九
粒
、
女
は
七
粒
の
米
、
少
し
の

茶
葉
と
一
粒
の
大
ぶ
り
の
棗
を
咥
え
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
棗

は
種
を
取
り
、
中
に
銀
貨
か
金
銀
の
粒
を
入
れ
る
。
棗
は
白
い

紙
に
包
み
、
さ
ら
に
赤
い
糸
を
巻
き
付
け
、
薄
い
竹
（
木
）
片

で
挟
み
込
ん
で
お
く
。
人
が
亡
く
な
っ
た
の
ち
に
こ
れ
を
口
に

含
ま
せ
る
。

　

亡
く
な
っ
た
人
の
た
め
に
女
性
が
声
を
上
げ
て
泣
く
。
こ
れ
を

「
哭
霊
」
と
い
う
。
ま
た
、
こ
の
日
一
晩
中
、
若
者
が
遺
体
に
付
き

添
う
。
こ
れ
を
「
守
霊
」
と
い
う
。
ま
た
道
士
を
呼
ん
で
、
経
を
読

ん
で
も
ら
う
。

　

そ
の
後
、
日
に
ち
を
見
て
葬
式
を
行
う
日
取
り
を
決
め
る
。
棺
を
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運
び
出
す
前
に
祭
文
を
読
み
上
げ
る
。
祭
文
を
自
分
で
書
け
た
り
、

読
め
た
り
す
る
人
は
自
分
で
行
う
。
そ
う
で
な
い
人
は
、
人
に
頼
ん

で
作
っ
た
り
、
読
み
上
げ
た
り
し
て
も
ら
う
。
白
族
の
民
間
芸
能
で

あ
る
「
大
本
曲
」
の
芸
人
に
、
祭
文
を
歌
っ
て
も
ら
う
と
い
う
こ
と

も
し
て
い
る
（
後
述
）。
ま
た
故
人
の
親
戚
の
家
の
前
で
も
祭
壇
を

設
け
、
棺
が
前
を
通
る
と
き
に
祭
文
を
読
み
上
げ
る
。
遺
体
を
家
か

ら
担
ぎ
出
す
前
に
祭
文
を
読
み
上
げ
る
。
担
ぎ
出
し
た
後
、
関
係
の

深
い
人
の
家
の
前
を
通
る
と
き
に
は
、
そ
の
人
が
祭
文
を
読
み
上
げ

る
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
を
「
路
祭
」
と
い
う
。

　

漢
族
や
白
族
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、
葬
式
や
食
事
の
席
に
は
イ
ス

ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
る
回
族
は
現
れ
な
い
。
回
族
の
友
人
な
ど
に
対
し

て
は
、
別
の
機
会
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
の
場
合
は
、
白

族
な
ど
は
モ
ス
ク
な
ど
に
お
土
産
を
持
っ
て
、
入
る
こ
と
は
で
き

る
。
た
だ
し
か
な
り
近
い
関
係
の
人
に
限
ら
れ
〉
32
〈

る
。

　

棺
を
運
び
出
す
と
き
、
村
の
入
り
口
の
木
の
周
り
を
三
周
す
る
。

こ
こ
で
家
族
以
外
は
帰
っ
て
も
よ
い
。
伝
統
的
に
遺
体
は
土
葬
さ
れ

る
。
遺
体
は
、
公
共
墓
地
か
祖
先
伝
来
の
墓
に
運
ば
れ
る
。
こ
の
時

は
、
家
族
な
ど
は
付
き
添
う
。
墓
に
穴
を
掘
っ
て
遺
体
を
穴
に
入
れ

る
。
こ
れ
を
埋
め
る
最
初
に
、
喪
主
の
着
て
い
る
上
着
の
後
ろ
部
分

を
広
げ
、
そ
の
上
に
土
を
乗
せ
る
。
そ
し
て
後
ろ
向
き
で
服
に
乗
せ

た
こ
の
土
を
棺
に
か
け
る
。
こ
れ
を
行
っ
た
後
に
棺
を
埋
め
る
。
棺

は
生
前
に
準
備
し
て
お
く
。

　

二
〇
〇
六
〜
二
〇
〇
七
年
ぐ
ら
い
か
ら
土
葬
は
一
時
、
地
方
政
府

に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
て
い
た
と
い
〉
33
〈
う
。
土
葬
が
再
び
解
禁
に
な
っ
た

の
は
二
〇
一
一
年
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
。
禁
止
さ
れ
て
い
た
間
、
死

者
は
火
葬
し
て
公
共
墓
地
に
埋
葬
す
る
よ
う
に
義
務
付
け
ら
れ
た
。

こ
の
間
、
祖
先
伝
来
の
墓
に
埋
葬
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
か
っ
た
。

み
な
や
む
な
く
公
共
墓
地
に
墓
を
買
っ
た
も
の
の
、
こ
れ
を
利
用
せ

ず
、
遺
体
を
ひ
そ
か
に
祖
先
伝
来
の
墓
に
埋
葬
し
て
い
た
と
い
う
。

火
葬
・
公
共
墓
地
へ
の
埋
葬
を
、
み
な
が
望
ま
な
か
っ
た
こ
と
、
公

共
墓
地
の
数
に
限
り
が
あ
っ
た
こ
と
で
、
結
局
は
廃
止
さ
れ
た
。

　

な
お
、
こ
の
地
に
多
く
住
む
回
族
の
場
合
は
、
専
用
の
墓
地
を

持
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
土
葬
さ
れ
た
。
た
だ
し
回
族
で
あ
っ
て

も
政
府
や
公
共
機
関
か
ら
何
ら
か
の
お
金
を
も
ら
っ
て
い
る
人
（
仕

事
を
し
て
い
る
人
）
は
、
必
ず
火
葬
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
に

な
っ
て
い
る
（
そ
の
家
族
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
と
い
う
）。

　

か
つ
て
埋
葬
の
際
に
は
、
香
を
焚
き
、
爆
竹
を
鳴
ら
し
た
。
現
在

は
山
火
事
対
策
の
た
め
、
山
で
火
を
使
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ

れ
は
一
〇
〜
二
〇
年
前
か
ら
行
え
な
く
な
っ
た
。
か
つ
て
黄
永
亮
氏

が
墓
で
香
を
焚
い
て
、
爆
竹
を
鳴
ら
し
た
時
に
、
武
装
警
察
が
監
視

し
て
い
て
、
罰
金
（
五
〇
元
）
を
取
ら
れ
た
。
黄
氏
の
墓
は
、
か
な

り
山
奥
に
あ
る
た
め
、
よ
く
も
監
視
し
て
い
た
も
の
だ
と
感
心
し

た
、
と
い
う
。
現
在
は
線
香
や
紙
銭
な
ど
は
燃
や
さ
ず
に
、
墓
前
に

供
え
る
だ
け
で
あ
る
。

　

棺
を
運
び
出
し
た
の
ち
、
家
に
法
師
を
呼
ん
で
、
一
晩
「
平
安

経
」
と
い
う
お
経
を
読
ん
で
も
ら
う
。
経
を
読
む
人
を
「gaof guf

」
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（
端
公
）
あ
る
い
は
「yout jef

」（
誦
経
？
）
と
い
う
。

　
「
一
七
」（
死
後
一
週
間
目
）
に
客
を
招
き
、
経
を
読
ん
で
も
ら
う

と
い
う
。
家
に
よ
っ
て
は
「
二
七
」（
死
後
二
週
間
目
）、「
三
七
」

（
死
後
三
週
間
目
）
と
経
を
読
ん
で
も
ら
う
こ
と
も
あ
る
が
、
必
ず

し
も
行
わ
な
く
て
よ
い
。
た
だ
し
「
五
七
」「zil m

ut qit

」（
死
後

五
週
間
目
）
に
は
必
ず
経
を
読
ん
で
も
ら
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

喪
は
三
年
続
く
。
そ
の
間
、
家
に
お
客
を
呼
ん
だ
り
、
結
婚
を
し

た
り
、
そ
の
ほ
か
の
娯
楽
は
行
え
な
い
。「
孝
」
と
呼
ば
れ
る
白
く

長
い
布
を
頭
に
巻
く
。
孝
を
巻
い
て
い
る
間
は
、
他
人
の
家
に
入
れ

な
い
。
家
の
前
で
ひ
ざ
ま
ず
い
て
用
件
を
述
べ
る
。
ど
う
し
て
も
家

に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
は
、
孝
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
死
後
初
め
て
迎
え
る
清
明
節
を
「zouz xif m

ut

」（
上
新
墓
）

と
い
う
。
人
に
よ
っ
て
は
、
家
に
人
を
呼
ん
だ
り
、
墓
に
人
を
呼
ん

で
食
事
を
し
た
り
す
る
。

　

フ
ラ
ン
シ
ス
・
シ
ュ
ー
は
、
こ
の
喜
洲
鎮
を
伝
統
的
な
中
国
社
会

と
し
て
記
述
し
た
。
現
在
の
当
該
地
に
お
け
る
白
族
の
伝
統
的
習
慣

は
、
中
国
の
伝
統
的
習
慣
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
。
し
か

も
そ
れ
ら
習
慣
は
そ
の
時
々
の
政
府
の
政
策
等
に
よ
り
大
き
く
変
化

し
て
い
く
。
た
だ
し
、
そ
の
中
に
お
い
て
も
大
理
あ
る
い
は
白
族
独

自
の
習
慣
が
保
た
れ
て
い
る
事
実
も
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

㈢
　
葬
送
儀
礼
と
民
間
芸
能

　

次
に
葬
礼
と
は
直
接
の
関
係
は
な
い
が
、
大
理
白
族
の
民
間
芸
能

の
内
容
の
中
か
ら
、
葬
儀
に
関
わ
る
も
の
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
は
白

族
が
日
常
の
中
で
、
葬
礼
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
、
表
現
し
て
い
る

の
か
を
み
て
い
く
た
め
で
あ
る
。

　

前
述
し
た
よ
う
に
祭
文
は
死
人
を
担
ぎ
出
す
時
に
歌
わ
れ
る
。
祭

文
は
漢
文
で
あ
り
、
専
門
の
人
「hhep jil vep

」（
読
祭
文
） 

に
頼
む

人
も
い
る
が
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
彼
ら
は
歌
う
よ
う
に
祭
文
を
読

む
た
め
に
、
白
族
で
あ
っ
て
も
、
祭
文
の
内
容
を
聞
い
て
も
す
べ
て

わ
か
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
で
先
に
述
べ
た
、
白
族
の
民

間
芸
能
で
あ
る
大
本
曲
の
芸
人
に
祭
文
の
読
み
上
げ
（
歌
い
上
げ
）

を
頼
む
場
合
が
あ
る
。

　

大
本
曲
は
三
弦
（
三
味
線
）
の
伴
奏
者
と
歌
い
手
の
二
人
で
行
わ

れ
る
。
中
国
の
「
説
唱
」（
語
り
も
の
、
唱う
た

い
も
の
）
に
近
い
。
大

本
曲
で
用
い
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
の
量
は
非
常
に
多
い
。
大
本
曲
の
名

前
の
由
来
は
、「
大
き
な
本
子
（
テ
キ
ス
ト
）の
曲
」
で
あ
る
。
ひ
と

つ
の
テ
キ
ス
ト
で
最
低
で
も
二
〜
三
時
間
は
歌
わ
れ
る
。
伝
統
的
に

は
何
昼
夜
も
か
け
て
歌
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
現
在
で
も
農
閑
期

の
娯
楽
と
し
て
、
そ
し
て
結
婚
や
新
築
祝
い
な
ど
の
め
で
た
い
席
の

余
興
と
し
て
歌
わ
れ
〉
34
〈

る
。
テ
キ
ス
ト
は
、
漢
語
と
白
族
語
を
漢
字
で

記
す
「
白
文
」（
ペ
ー
文
）
に
よ
っ
て
書
か
れ
る
。
大
本
曲
の
成
立

年
代
は
明
ら
か
で
な
い
。
現
存
す
る
最
も
古
い
曲
本
は
、
清
・
光
緒

年
間
（
一
八
七
五
〜
一
九
〇
八
）
の
写
本
で
あ
る
。
大
本
曲
は
少
な

く
と
も
清
末
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

大
本
曲
は
、「
九
板
十
三
調
」「
九
板
十
八
調
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
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に
、
歌
う
ス
ト
ー
リ
ー
の
内
容
に
合
わ
せ
て
、
多
く
の
メ
ロ
デ
ィ

（
調
子
）
を
弾
き
わ
け
る
。
祭
文
で
は
、
ほ
と
ん
ど
「
大
哭
」「
小
哭
」

の
調
子
を
用
い
る
。
祭
文
の
内
容
は
決
ま
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ

れ
ぞ
れ
の
家
庭
の
事
情
や
故
人
の
生
涯
を
も
と
に
、
大
本
曲
芸
人
が

祭
文
を
書
く
。
こ
こ
で
実
際
の
大
本
曲
芸
人
が
書
い
た
、
祭
文
の
一

部
を
み
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
以
下
の
テ
キ
ス
ト
は
、
漢
字
で
白

語
を
記
し
た
「
白
文
」
で
あ
る
。

　

祭
文
の
一
節

　
〈
白
文
〉 

〈
日
本
語
訳
〉

　

等
嘆
孟
底
燈
出
頭 

今
よ
う
や
く
景
気
も
良
く
な
り
、

　

等
嘆
社
會
講
色
求 

現
在
、社
会
は
こ
ん
な
に
良
く
な
っ
た
。

　

各
找
竅
門
找
艮
八 

そ
れ
ぞ
れ
幸
せ
を
求
め
、
財
産
を
求
め
、

　

干
呠
好
東
自
里
求 

彼
ら
の
家
庭
も
よ
く
整
い
、

　

習
科
孟
燈
滿 

よ
う
や
く
満
足
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　

こ
こ
で
は
苦
し
い
時
代
を
生
き
抜
き
、
社
会
が
よ
う
や
く
安
定
し

始
め
た
と
こ
ろ
で
亡
く
な
っ
た
故
人
を
悼
む
内
容
が
歌
い
上
げ
ら
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。
七
文
字
の
三
句
と
五
文
字
の
一
句
の
様
式
は
、

大
本
曲
の
形
式
と
全
く
同
じ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
祭
文
を
大

本
曲
の
形
式
で
歌
い
上
げ
る
方
法
は
、
そ
れ
ほ
ど
古
い
も
の
で
は
な

い
。
黄
永
亮
氏
に
よ
れ
ば
、
大
体
三
〇
年
ほ
ど
前
か
ら
始
ま
っ
た
と

い
う
。
現
在
彼
ら
は
、
現
地
の
人
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
大
本
曲
を
祭

文
の
読
み
上
げ
に
用
い
て
い
る
。
実
際
、
大
本
曲
は
社
会
の
変
化
や

継
承
者
の
不
足
な
ど
か
ら
芸
能
と
し
て
は
消
滅
の
危
機
に
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
危
機
的
状
況
の
中
で
、
彼
ら
は
芸
能
と
い
う
形
に
と
ど
ま

ら
ず
に
社
会
の
需
要
に
合
わ
せ
て
、
自
ら
の
技
術
・
知
識
を
葬
礼
の

中
で
生
か
そ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
が
、
大
理
の
民

間
芸
能
が
亡
く
な
っ
た
人
を
送
り
出
す
際
に
か
か
わ
る
例
で
あ
る
。

次
に
現
地
の
葬
礼
の
様
子
を
民
間
芸
能
で
は
ど
の
よ
う
に
描
写
し
て

い
る
の
か
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。

　

以
下
に
み
る
の
は
、
大
本
曲
の
演
目
の
一
つ
で
あ
る
『
黄
氏
女
対

金
剛
経
』
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
演
目
は
大
理
北
部
の
剣
川
県
に
伝

わ
る
本
子
曲
の
演
目
と
し
て
も
扱
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
中
国
民
間
演

劇
で
も
『
黄
氏
女
遊
陰
』
な
ど
の
演
目
で
知
ら
れ
て
い
る
。
大
本
曲

の
演
目
の
多
く
は
、
中
国
の
演
劇
の
演
目
を
も
と
に
し
て
い
る
。
し

か
し
大
本
曲
は
中
国
の
演
目
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
演
目
の
内
容
は
、
漢
語
と
彼
ら
の
言
葉
で
あ
る
白
語
を
併

用
し
て
歌
わ
れ
る
。
そ
の
中
に
は
、
中
国
的
な
勧
善
懲
悪
や
宗
教
的

な
世
界
観
が
描
か
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
白
族
社
会
独
自
の
生
活

状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
記
述
も
み
ら
れ
る
。

　
『
黄
氏
女
対
金
剛
経
』
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
趙
連
芳

の
妻
で
あ
る
黄
桂
香
は
篤
く
仏
教
を
信
奉
し
吃
斎
し
て
善
い
行
い
を

続
け
て
い
た
。
こ
れ
が
閻
魔
王
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
黄
氏
は
地

獄
の
役
人
に
導
か
れ
な
が
ら
地
獄
を
巡
り
、
因
果
応
報
を
目
の
当
た

り
に
す
る
。
黄
桂
香
の
魂
が
地
獄
を
巡
っ
て
い
る
と
、
黄
桂
香
が
死



81──変わる墓葬

ん
で
し
ま
っ
た
と
勘
違
い
し
た
夫
の
趙
連
芳
は
、
妻
の
体
を
火
葬
し

て
し
ま
っ
た
。
黄
桂
香
は
男
性
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
、
富
貴
を
得

た
と
い
う
物
語
で
あ
る
。
以
下
の
大
本
曲
テ
キ
ス
ト
は
、
や
は
り
漢

字
で
白
語
を
記
し
た
「
白
文
」
で
あ
る
。

　
『
黄
氏
女
對
金
剛
経
』
の
一
節

　
〈
白
文
〉 
〈
日
本
語
訳
〉

　

金
剛
氣
哦
母
買
水
。 

金
剛
は
母
の
た
め
に
「
買
水
」
を
す
る
。

　

次
𠮵
彼
坑
反
比
山
。 

身
に
は
裏
返
し
の
蓑
を
つ
け
、

　

手
孟
提
坑
唄
之
皮
。 

手
に
は
小
さ
な
壺
を
持
つ
。

　

栽
拿
錢
旺
文
。 

さ
ら
に
幾
文
か
の
銭
を
持
っ
た
。

　

我
自
點
坑
香
旺
桿
。 

私
は
幾
本
か
の
線
香
に
火
を
つ
け
、

　

阿
聲
哭
期
倒
門
咀
。 

大
き
な
声
で
門
の
前
で
哭
い
た
。

　

金
剛
我
去
買
水
貝
。 

私（
娘
の
金
剛
）は
一
壺
の
水
を
買
い
に
行

き
ま
す
。

　

可
憐
哦
母
死
。 

憐
れ
む
べ
き
は
母
の
死
よ
。

　

阿
聲
哭
叭
江
邊
𠮵
。 

声
を
上
げ
て
川
辺
で
泣
い
た
。

　

樹
溝
跪
下
恨
等
偉
。 

ひ
ざ
を
お
っ
て
、
こ
こ
に
跪
き
、

　

三
夫
江
神
利
可
神
。 

江
の
神
と
水
溝
の
神
と
に
申
し
上
げ
、

　

丢
下
錢
旺
文
。 

幾
文
か
を
投
げ
た
。

　

香
央
點
下
江
邊
𠮵
。 

川
辺
で
線
香
に
火
を
つ
け
、

　

我
自
反
咬
阿
貝
水
。 

私
は
背
を
向
け
て
小
さ
な
壺
で
水
を
す
く
っ

た
。

　

我
干
水
貝
咬
坑
咽
。 

私
は
壺
で
水
を
す
く
う
と
、

　

自
阿
聲
哭
日
。 

声
を
上
げ
て
泣
き
入
っ
た
。

　

我
自
哭
打
箇
頭
可
。 

私
は
泣
き
な
が
ら
帰
り
、

　

言
尾
之
可
耳
刷
水
。 

軒
下
で
水
を
沸
か
し
た
。

　

我
干
水
貝
刷
期
咽
。 

私
は
水
を
沸
か
し
て
、

　

洗
哦
母
咀
偉
。 

母
の
顔
を
拭
い
て
あ
げ
た
。

　

哦
母
已
經
洗
完
了
。 

お
母
様
拭
き
終
わ
り
ま
し
た
よ
。

　

開
咀
我
叫
咋
阿
爹
。 

口
を
開
い
て
父
を
叫
ん
だ
。

　

利
干
哦
母
五
坑
咽
。 

お
母
様
を
支
え
て
く
だ
さ
い
。

　

穿
哦
母
衣
服
。 

お
母
様
に
服
を
着
せ
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

　

哦
母
殺
答
求
恨
了
。 

お
母
様
の
準
備
が
整
う
と
、

　

我
自
跪
下
恨
等
偉
。 

私
は
こ
こ
に
跪
き
ま
し
た
。

　

金
剛
我
干
哦
母
拜
。 

私（
金
剛
）は
母
を
拝
み
ま
す
。

　

咋
阿
爹
。 

父
を
呼
ぶ
。

　

干
哦
母
装
棺
。 

お
母
様
を
御
棺
に
お
入
れ
し
ま
し
ょ
う
。

　

以
上
は
、
魂
が
抜
け
て
し
ま
っ
た
黄
桂
香
の
体
を
み
た
娘
の
金
剛

が
、
母
の
た
め
に
「
買
水
」
を
し
て
、
母
の
体
を
拭
き
納
棺
す
る
ま

で
の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
記
述
は
民
間
芸
能
の
台
本
の
内
容
に
過
ぎ

な
い
も
の
の
、
や
は
り
彼
ら
白
族
の
死
か
ら
納
棺
ま
で
の
過
程
を
比

較
的
忠
実
に
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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と 

め

　

今
回
例
に
挙
げ
た
大
理
地
方
は
、
早
く
は
紀
元
前
よ
り
、
中
国
の

周
辺
地
域
と
し
て
中
国
の
大
き
な
影
響
を
被
っ
て
き
た
。
こ
の
地
域

は
一
時
期
、
中
国
と
は
異
な
る
独
自
の
王
朝
の
時
代
を
経
験
し
つ
つ

も
、
中
国
に
吸
収
さ
れ
て
現
在
に
い
た
る
。
こ
の
地
域
の
葬
礼
・
墓

葬
、
特
に
中
国
に
組
み
込
ま
れ
た
一
四
世
紀
以
降
に
つ
い
て
み
て
い

く
と
、
葬
礼
・
墓
葬
の
形
式
は
大
体
に
お
い
て
中
国
文
化
の
影
響
を

大
き
く
受
け
て
い
る
。
ま
た
そ
の
変
化
に
は
中
国
政
治
の
影
響
が
無

関
係
で
は
な
い
。

　

確
か
に
現
代
の
白
族
は
、
歴
史
上
、
漢
族
あ
る
い
は
漢
文
化
の
影

響
を
大
き
く
受
け
て
形
成
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
現
在
、
白
族
の

墓
葬
習
慣
を
一
つ
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
が
彼

ら
の
墓
葬
の
習
慣
す
べ
て
が
、
い
わ
ゆ
る
「
漢
化
」
し
た
結
果
で
あ

る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
習
慣
の
細
か
い
点
を
み
て
い
く
と
、

そ
の
中
に
も
や
は
り
こ
の
地
域
・
民
族
独
特
の
習
慣
や
一
貫
し
て
変

わ
ら
ぬ
も
の
も
あ
る
こ
と
が
み
ら
れ
る
。
ま
た
一
見
同
じ
よ
う
な
習

慣
の
中
に
も
、
そ
の
意
味
合
い
は
、
中
国
の
習
慣
と
全
く
同
じ
で
は

な
い
可
能
性
も
あ
る
。
こ
の
白
族
の
墓
葬
習
慣
の
持
つ
彼
ら
自
身
の

意
味
合
い
、
あ
る
い
は
宗
教
的
世
界
観
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て

論
ず
る
こ
と
に
し
た
い
。

注〈
1
〉 

大
理
白
族
に
関
す
る
研
究
と
し
て
、
横
山
﹇1988

﹈
を
参
照
。

〈
2
〉 

雲
南
地
方
の
歴
史
的
地
名
に
つ
い
て
は
、
方
﹇1987

﹈
を
参
考

に
す
る
。

〈
3
〉 

『
旧
唐
書
』
巻
九
一
「
張
柬
之
伝
」。

〈
4
〉 

「
詔
」
と
は
彼
ら
の
言
葉
で
君
主
を
意
味
す
る
（『
旧
唐
書
』
巻

一
九
七
「
南
詔
蛮
伝
」）。

〈
5
〉 

南
詔
国
・
大
理
国
を
め
ぐ
る
歴
史
的
状
況
に
つ
い
て
は
、
藤
澤

﹇1969

﹈、
林
﹇1990 , 1992 , 2004 , 2009

﹈、
立
石
﹇2010

﹈
を
参
照
。

〈
6
〉 

元
代
雲
南
の
歴
史
的
状
況
に
つ
い
て
は
、
松
田
﹇1980

﹈、
林

﹇1995

﹈
を
参
照
。

〈
7
〉 

西
爨
及
白
蛮
死
後
、
三
日
内
埋
殯
、
依
漢
法
為
墓
。
稍
富
室
廣

栽
杉
松
。
蒙
舍
及
諸
烏
蛮
不
墓
葬
。
凡
死
後
三
日
焚
屍
、
其
餘
灰

燼
、
掩
以
土
壌
、
唯
収
両
耳
。
南
詔
家
則
貯
以
金
瓶
、
又
重
以
銀
為

函
盛
之
、
深
蔵
別
室
、
四
時
将
出
祭
之
。
其
餘
家
或
銅
瓶
鉄
瓶
盛
耳

蔵
之
也
。

〈
8
〉 

西
爨
、
白
蛮
也
。
東
爨
、
烏
蛮
也
。
當
天
宝
中
、
東
北
自
曲
・

靖
州
、
西
南
至
宣
城
、
邑
落
相
望
、
牛
馬
被
野
。
在
石
城
・
昆
川
・

曲
軛
・
晋
寧
・
喩
献
・
安
寧
至
龍
和
城
、
謂
之
西
爨
。
…
中
略
…
閣

羅
鳳
遣
昆
川
城
使
楊
牟
利
以
兵
囲
脅
西
爨
、
徙
二
十
餘
万
戸
於
永
昌

城
。
烏
蛮
以
言
語
不
通
、
多
散
林
谷
、
故
得
不
徙
。

〈
9
〉 
故
大
理
之
民
、
数
百
年
之
間
五
姓
守
固
。
値
唐
末
五
季
衰
乱
之

世
、
嘗
與
中
国
抗
衡
。
宋
興
、
北
有
大
敵
、
不
暇
遠
畧
、
相
與
使
伝

往
来
、
通
於
中
国
。
故
其
宮
室
、
楼
観
、
言
語
、
書
数
、
以
至
冠
婚
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喪
祭
之
礼
、
干
戈
戦
陳
之
法
、
雖
不
能
盡
善
盡
美
、
其
規
模
、
服

色
、
動
作
、
云
為
、
畧
本
於
漢
。
自
今
観
之
、
猶
有
故
国
之
遺
風

焉
。

〈
10
〉 
然
而
此
邦
之
人
、
西
去
天
竺
為
近
、
其
俗
多
尚
浮
屠
法
、
家
無

貧
富
皆
有
佛
堂
、
人
不
以
老
壮
、
手
不
釈
数
珠
。
一
歳
之
間
斎
戒
幾

半
、
絶
不
茹
葷
、
飲
酒
、
至
斎
畢
乃
已
。
沿
山
寺
宇
極
多
、
不
可
殫

記
。
…
中
略
…
凡
諸
寺
宇
皆
有
得
道
居
之
。
得
道
者
、
非
師
僧
之
比

也
。
師
僧
有
妻
子
、
然
往
往
読
儒
書
、
段
氏
而
上
有
国
家
者
設
科
選

士
、
皆
出
此
輩
。
今
則
不
爾
。
其
得
道
者
、
戒
行
精
厳
、
日
中
一

食
、
所
誦
経
律
一
如
中
国
。

〈
11
〉 

人
死
、
俗
（
浴
？
）
屍
、
束
縛
令
坐
、
棺
如
方
櫃
。
擊
銅
鼓
送

喪
、
以
剪
髪
為
孝
、
哭
声
如
歌
而
不
哀
。
既
焚
、
盛
骨
而
葬
。

〈
12
〉 

紹
興
二
十
七
年
、
監
登
聞
皷
院
范
同
言
、
今
民
俗
有
所
謂
火
化

者
、
生
則
奉
養
之
具
唯
恐
不
至
、
死
則
燔
而
棄
捐
之
、
何
独
厚
於
生

而
薄
於
死
乎
。
甚
者
焚
而
置
之
水
中
、
識
者
見
之
動
心
。

〈
13
〉 

至
元
十
五
年
正
月
…
中
略
…
伏
見
北
京
路
百
姓
父
母
身
死
、
往

往
置
于
柴
薪
之
上
、
以
火
焚
之
。
照
得
古
者
聖
人
治
喪
具
棺
槨
而
厚

葬
之
。
今
本
路
凡
人
有
褻
以
火
焚
之
。
実
滅
人
倫
。

〈
14
〉 

明
初
雲
南
征
服
の
歴
史
的
状
況
に
つ
い
て
は
、
奥
山
﹇2003
﹈

第
七
章
を
参
照
。

〈
15
〉 

『
滇
雲
歴
年
伝
』
巻
一
〇
。

〈
16
〉 

『
清
実
録
』
康
熙
二
〇
年
一
一
月
癸
亥
条
。

〈
17
〉 

『
明
実
録
』
洪
武
一
五
年
夏
四
月
辛
巳
条
。

〈
18
〉 

『
明
実
録
』
永
楽
五
年
三
月
丁
丑
条
。

〈
19
〉 

『
明
実
録
』
正
統
五
年
六
月
辛
未
条
。

〈
20
〉 

『
清
史
稿
』
巻
一
一
六
・
職
官
三
・
外
官
条
。

〈
21
〉 

康
熙
『
大
理
府
志
』
巻
一
〇
・
職
官
条
。

〈
22
〉 

死
則
浴
屍
、
束
縛
置
方
棺
中
、
或
坐
或
側
臥
、
以
布
方
幅
、
令

有
室
僧
名
阿
吒
力
者
、
書
梵
呪
八
字
其
上
曰
、
地
水
火
風
、
常
楽
我

常
。
而
飾
五
采
覆
之
于
棺
。
不
問
僧
俗
皆
送
之
、
野
而
焚
之
、
或
五

日
或
七
日
、
収
骨
貯
瓶
中
、
択
日
而
葬
之
。

〈
23
〉 

た
だ
し
現
存
の
も
の
は
民
国
二
三
年
（
一
九
三
四
）
序
刊
の
重

刊
本
で
あ
る
﹇
方1984 : 428 ‒430

﹈。

〈
24
〉 

按
杜
氏
『
通
典
』
云
、
古
者
送
死
於
中
野
、
衣
之
以
薪
、
而
瘞

其
骨
、
然
則
此
亦
古
俗
也
。
未
為
害
義
。
今
則
以
法
律
之
、
不
復
火

化
矣
。

〈
25
〉 

上
古
中
華
之
葬
、
衣
之
以
薪
、
葬
之
中
野
、
不
封
不
樹
、
後
代

聖
王
易
之
以
棺
槨
。

〈
26
〉 

『
周
易
』
繋
辞
下
伝
に
「
古
之
葬
者
、
厚
衣
之
以
薪
、
葬
之
中

野
、
不
封
不
樹
、
喪
期
无
数
、
後
世
聖
人
、
易
之
以
棺
椁
」
と
あ
る
。

〈
27
〉 

易
称
古
者
葬
於
中
野
、
可
為
凶
礼
。

〈
28
〉 

其
従
尊
長
遺
言
将
屍
焼
化
及
棄
置
水
中
者
杖
一
百
。

〈
29
〉 

火
化
、
止
行
之
夷
民
、
然
百
年
以
来
、
即
夷
民
亦
有
卜
葬
者
。

前
志
所
載
、
不
能
尽
拘
。

〈
30
〉 

シ
ュ
ー
が
調
査
を
し
たW

estern town

と
は
、
大
理
地
方
の

喜
洲
鎮
の
こ
と
で
あ
る
。

〈
31
〉 

新
白
文
の
ロ
ー
マ
字
表
記
と
Ｉ
Ｐ
Ａ
と
の
対
応
は
次
頁
の
表
参

照
。

〈
32
〉 
大
理
地
方
で
の
白
族
・
漢
族
・
回
族
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
横

山
﹇1988
﹈
を
参
照
。



新白文のローマ字表記と IPAとの対応表
韻母
韻母記号 IPA

単純母音 i※ i, ɿ
ei e
a a
o o
u u
e ɯ
v v
er eɹ

二重母音 iai† ie
ia ia

iao iau
io io
iou iou
ie iɯ
ui ui

uai† ue
ua ua
uo uo
ao au
ou ou
ier ieɹ
uer ueɹ

声調＊
声調記号 声調 緊喉 濁音化

x 33 ○
p 42 ○
t 31 ○
l 55
f 35

記号なし 44 ○
z 32
d 21 ○

声母
声母記号 IPA

b p
p ph
m m
f f
v v
d t
t th
n n
l l
g k
k kh
ng ŋ
h x
hh ɣ
j ʨ
q ʨh
ni ȵ
x ɕ
y j
z ʦ
c ʦh
s s
ss z

注：
※声母記号「 z, c, s, ss 」に接続する
韻母「 i 」は、/ ɿ / と発音される。
†漢語の借用語に多くみられる。
＊声調符号は韻母の後ろに付される。

出所：徐琳・趙衍蓀編著［1984: 116‒
127, 113‒136］および楊応新等編著
［1995: 7‒24］をもとに作成。
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〈
33
〉 

同
時
期
の
大
理
地
方
に
お
け
る
公
共
墓
地
に
つ
い
て
は
、
横
山

﹇2004

﹈
を
参
照
。

〈
34
〉 

大
本
曲
の
全
体
的
な
状
況
に
つ
い
て
は
、
大
理
白
族
自
治
州
文

化
局
編
﹇2003

﹈、
段
甲
成
﹇2003

﹈
を
参
照
。

参
考
史
料

『
周
易
』

唐
・
杜
佑
撰
『
通
典
』

唐
・
樊
綽
撰
『
蛮
書
』

元
・
脱
脱
撰
『
宋
史
』

元
・
闕
名
撰
『
大
元
聖
政
国
朝
典
章
』

元
・
郭
松
年
撰
『
大
理
行
記
』

明
・
陳
文
等
纂
修
、
景
泰
『
雲
南
図
経
志
書
』

明
・
胡
廣
等
奉
勅
撰
『
皇
明
実
録
』

明
・
李
東
陽
等
校
、
正
徳
『
大
明
会
典
』

明
・
李
元
陽
編
、
万
暦
『
雲
南
通
志
』

明
・
劉
文
徴
纂
修
、
天
啓
『
滇
志
』

清
・
李
斯
佺
修
・
黄
元
治
纂
、
康
熙
『
大
理
府
志
』

清
・
圖
海
等
奉
敕
修
『
大
清
実
録
』

清
・
倪
悦
撰
『
滇
雲
歴
年
伝
』

民
国
・
趙
爾
巽
等
輯
『
清
史
稿
』
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参
考
文
献

〈
日
本
語
〉

安
藤
潤
一
郎　

2002　
「
清
代
嘉
慶
・
道
光
年
間
の
雲
南
省
西
部
に
お

け
る
漢
回
対
立
│
│「
雲
南
回
民
起
義
」
の
背
景
に
関
す
る
一
考
察
」

『
史
学
雑
誌
』
第
一
一
一
編
第
八
号
、
四
六

－

七
一
頁

石
島
紀
之　

2004　
『
雲
南
と
近
代
中
国
│
│
“
周
辺
”の
視
点
か
ら
』

青
木
書
店

奥
山
憲
夫　

2003　
『
明
軍
政
史
研
究
』
汲
古
書
院

立
石
謙
次　

2003　
「
南
詔
国
後
半
期
の
王
権
思
想
の
研
究
│
│
『
南

詔
図
伝
』
の
再
解
釈
」『
東
洋
学
報
』
第
八
五
巻
第
二
号
、
五
一

－

八
五
頁

立
石
謙
次　

2010　
『
雲
南
大
理
白
族
の
歴
史
も
の
が
た
り
│
│
南
詔

国
の
王
権
伝
説
と
白
族
の
観
音
説
話
』
雄
山
閣

立
石
謙
次　

2011　
「
中
国
雲
南
省
大
理
白
族
の
「
大
本
曲
」
の
概
説

と
紹
介
│
│
テ
キ
ス
ト
を
中
心
に
」『
國
學
院
雑
誌
』
第
一
一
二
巻

第
九
号
、
二
八

－

四
四
頁

林
謙
一
郎　

1990　
「
南
詔
国
の
成
立
」『
東
洋
史
研
究
』
第
四
九
巻
第

一
号
、
八
七

－
一
四
四
頁

林
謙
一
郎　

1992　
「
南
詔
国
後
半
期
の
対
外
遠
征
と
国
家
構
造
」『
史

林
』
第
七
五
号
第
四
号
、
一
一
四

－

一
四
五
頁

林
謙
一
郎　

1996　
「
元
代
雲
南
の
段
氏
総
管
」『
東
洋
学
報
』
第
七
八

巻
第
三
号
、
二
四
五

－

二
九
七
頁

林
謙
一
郎　

2004　
「
大
理
国
史
研
究
の
視
角
」『
名
古
屋
大
学
文
学
部

研
究
論
集
』
史
学
五
〇
、
一

－

二
〇
頁

林
謙
一
郎　

2009　
「
南
詔
王
権
の
確
立
・
変
質
と
唐
・
吐
蕃
関
係

│
│
和
親
（
公
主
降
嫁
）
の
意
味
す
る
も
の
」『
唐
代
史
研
究
』
一

二
、
五
七

－

八
七
頁

藤
澤
義
美　

1956　
「
唐
朝
雲
南
経
営
史
の
研
究
」『
岩
手
大
学
学
芸
学

部
研
究
年
報
』
第
一
〇
巻
第
一
部
、
一
八

－

三
八
頁

藤
澤
義
美　

1959　
「
唐
朝
雲
南
経
営
の
内
容
と
目
的
」『
岩
手
大
学
学

芸
学
部
研
究
年
報
』
第
一
五
巻
第
一
部
、
四
五

－

七
一
頁

藤
澤
義
美　

1969　
『
西
南
中
国
民
族
史
の
研
究
』
大
安

増
田
厚
之
・
加
藤
久
美
子
・
小
島
摩
文　

2008　
「
茶
と
塩
の
交
易
史

│
│
一
九
世
紀
以
降
の
雲
南
南
部
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
に
か
け
て
」
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
・
ダ
ニ
エ
ル
ス
責
任
編
集
、
秋
道
智
彌
監
修
『
論
集 

モ

ン
ス
ー
ン
ア
ジ
ア
の
生
態
史
│
│
地
域
と
地
球
を
つ
な
ぐ 

第
二
巻　

地
域
の
生
態
史
』
弘
文
堂
、
五
五

－

八
〇
頁

松
田
孝
一　

1980　
「
雲
南
行
省
の
成
立
」
立
命
館
大
学
人
文
学
会
編

『
三
田
村
博
士
古
稀
記
念 

東
洋
史
論
叢
』
二
五
七

－

二
七
一
頁

横
山
廣
子　

1988　
「
大
理
盆
地
の
民
族
集
団
」『
東
洋
英
和
女
学
院
短

期
大
学
研
究
紀
要
』N

o. 26

、
三
九

－

五
二
頁

横
山
廣
子　

2004　
「
雲
南
省
に
お
け
る
葬
礼
改
革
│
│
ペ
ー
族
の
農

村
に
お
け
る
公
共
墓
地
の
導
入
を
中
心
に
」
瀬
川
昌
久
編
『
中
国
研

究
の
可
能
性
と
課
題
』
東
北
大
学
東
北
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
、
八

四

－

一
〇
八
頁

〈
中
国
語
〉

大
理
白
族
自
治
州
文
化
局
編　

2003　
『
大
本
曲
簡
志
』
雲
南
民
族
出

版
社

段
甲
成　

2003　
「
大
理
市
大
本
曲
芸
術
調
査
報
告
書
」
趙
寅
松
主
編
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『
白
族
文
化
研
究 

二
〇
〇
二
』
民
族
出
版
社
、
二
〇
一

－

二
一
六
頁

方
国
瑜　

1957　
「
関
於
“
烏
蛮
”、“
白
蛮
”
的
解
釈
」
楊
堃
等
著

『
雲
南
白
族
的
起
源
和
形
成
論
文
集
』
人
民
出
版
社
、
一
一
五

－

一

一
九
頁
（
後
に
方
国
瑜
著
、
林
超
民
編
『
方
国
瑜
文
集
』
第
二
輯
、

雲
南
教
育
出
版
社
、
二
〇
〇
一
年
、
三
六

－

四
一
頁
に
再
掲
）

方
国
瑜　

1984　
『
雲
南
史
料
目
録
概
説
』
中
華
書
局
出
版

方
国
瑜　

1987　
『
中
国
西
南
歴
史
地
理
考
釈
』
中
華
書
局
出
版

方
国
瑜　

2001　
「
雲
南
仏
教
之
阿
吒
力
派
二
・
三
事
」
方
国
瑜
著
、

林
超
民
編
『
方
国
瑜
文
集
』
第
二
輯
、
雲
南
教
育
出
版
社
、
五
八
三

－

六
〇
一
頁

侯
冲　

2008　
『
雲
南
阿
叱
力
教
経
典
研
究
』
中
国
書
籍
出
版
社

李
東
紅　

1991　
「
白
族
火
葬
墓
的
幾
箇
問
題
」『
思
想
戦
線
』
一
九
九

一
年
第
六
期
、
六
五

－

六
九
頁

石
鍾
健
（
石
鍾
）　2004　
『
石
鍾
健
大
理
訪
碑
集
』
天
馬
図
書
有
限
公

司
汪
寧
生　

1992　
『
雲
南
考
古
』
雲
南
人
民
出
版
社

謝
本
書　

1987　
『
近
代
滇
史
探
索
』
雲
南
人
民
出
版
社

徐
琳
・
趙
衍
蓀
編
著　

1984　
『
白
語
簡
志
』
民
族
出
版
社

薛
林　

2006　
「
大
理
喜
洲
弘
圭
山
古
墓
群
」『
大
理
文
化
』
総
第
一
六

一
期
、
六
〇

－
六
一
頁

楊
応
新
等
編
著　

1995　
『
白
文
教
程
』
雲
南
民
族
出
版
社

尤
中　

1985　
『
中
国
西
南
民
族
史
』
雲
南
人
民
出
版
社

雲
南
省
統
計
局
・
国
家
統
計
局
雲
南
調
査
総
隊
編　

2009　
『
雲
南
統

計
年
鑑 

二
〇
〇
九
』
中
国
統
計
出
版
社

趙
向
軍　

2008　
「
大
理
喜
洲
弘
圭
山
磚
室
墓
族
属
初
探
」『
大
理
文

化
』
総
第
一
七
四
期
、
二
七

－

三
〇
頁

周
祜　

2002

（1990

）　
「
大
理
地
区
梵
文
碑
考
察
記
」
周
祜
『
大
理
古

碑
研
究
』
雲
南
民
族
出
版
社
、
六
一

－

七
〇
頁
（
初
出
『
大
理
文

化
』
一
九
九
〇
年
第
二
期
、
原
文
未
見
）

周
文
敏　

2009　
『
紅
白
喜
事
』
雲
南
大
学
出
版
社

〈
英
語
〉
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